
午前１０時００分 開会

○議長（山本一成君） ただいまから、継続市議会定例会を開会いたします。

本日の議事は、お手元に配付いたしております議事日程第２号により行います。

日程第１により、上程中の全議案に対する質疑を行います。

質疑のある方は発言要求ボタンを押して挙手をお願いいたします。順次、発言を許可い

たします。

○７番（長野恭紘君） どんよりとした、さわやかな朝でございます。（笑声）私だけは

さわやかにしっかりと、空はどんよりとしておりますけれども、頑張っていきたいという

ふうに思っております。４０分みっちりと時間を使わなくていいように、なるべく受け答

えを私もしていきたいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。

まず、勤労者体育センター管理に要する経費の追加額、予算書２５ページの０３６８か

ら入っていきたいと思います。

まずこの件についての御説明をお願いできますでしょうか。よろしくお願いします。

○商工課長（永井正之君） お答えさせていただきます。

この度の補正予算でございますけれども、これは行革がちょっと絡みますので、少し経

緯を説明させていただきたいと思います。

平成１６年度に別府市労働者福祉センター、ニューライフプラザの西側の部分でござい

ますけれども、施設の譲渡を受けまして、近隣に同趣旨の施設が２カ所となりました。行

革で位置づけられている勤労青少年ホームの今後の活用策を検討する上で課題点を整理す

る必要性が生じまして、今回の予算計上となったものでございます。

この課題点と申しますのが、勤労青少年ホームの施設内に小体育室がございます。この

対応についてでございます。ホームの施設は、現在、商工課の管理室と国体準備室、それ

から市民の皆さんに利用していただいている小体育室がございます。国体終了後の施設の

活用については、この小体育室の利用者への配慮と、施設が老朽化していますので、現状

で利用できる新たな活用策を条件に検討しております。小体育室については、年間１万６，

０００人の方が御利用いただいてございます。利用者との会議を持ちまして、移転先につ

いて検討を重ねた結果、適切な移転先が見つかりませんで苦慮いたしておりましたけれど

も、統廃合という一つの行革の方針に従いまして、労働者福祉センターと勤労者体育セン

ター、両施設のトレーニング室についてまず統廃合をやろうということで、今回、議第７

３号でもお願いしていますけれども、勤労者体育センターの条例一部改正、トレーニング

室の廃止ということをお願いさせていただいてございます。それに伴いまして、このトレ

ーニング室を小体育室として改装し、利用者の利便性を確保しようというものでございま

す。

予算といたしましては、１３節委託料としてアスベスト調査委託料９万円、トレーニン

グ機器の解体搬出等委託料２０万円、１５節として工事請負費でございますが、改修工事

費６７７万６，０００円、これは床、鏡張り、また冷暖房施設、それから電気設備施設等

の経費でございます。それから１８節で備品購入費でございます。これは事務室を今のホ

ームから体育センターの方の１階に移したいと考えてございますので、事務室用のエアコ

ンの購入経費でございます。

○７番（長野恭紘君） ニューライフプラザ、あそこの部分の一部を譲り受けたというこ

とで勤労者体育センター、それからホームの方との兼ね合いがあるということで、今回の

こういう議案が出てきたのだろうというふうに思っております。

勤労者体育センターの方は、「ホーム」と「センター」というふうに通称、呼ばれ方で

言われていますよね。国体開催事務局が今入っているのが、道路側ですね。あれがホーム。

体育館があって、２階にトレーニングルームがあるのが、いわゆるセンターと言われてい
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る施設だと思いますが、当然、今回７３号でもトレーニングルームが廃止になるというこ

とで、私も非常に心配するのは、当然今までたくさんの方がこのトレーニング室を利用さ

れてこられたというふうに思っております。あとニューライフプラザの方も非常に利用客

が多い。加えて、べっぷアリーナの方も非常に人気が高いということで、非常に利用度と

いうのが高いのではないかというふうに思っております。

それで１番は、先ほど課長が御答弁いただきましたが、やはり利用者の方々にはしっか

りと説明をして、ただ単に行革で廃止をするのだというような受けとめられ方をされない

ようにしていただきたいなというふうに思っているのが、これがまず１点と、それから国

体が当然９月、１０月に行われますよね。それが終わった後に、国体開催事務局というも

のが順次なくなっていくというふうに思いますし、それと小体育室ですかね、今あるホー

ムの方の２階で習い事というか、講座とか教室があっているというふうに思います。そう

いうのを含めて、今、年間１万６，０００人の方の利用があるというような説明もござい

ましたけれども、やはりこういった方々も今までずっとホームの方で習い事、講座をやっ

てきたけれども、こういう理由でセンターの方に今度は２階にちゃんと移すのですよとい

うような理解が、十分これは得られているのかどうか、まずこの点御答弁ください。

○商工課長（永井正之君） お答えをいたします。

去る６月８日、これは日曜日でございます。まず小体育室の利用者、これは２０数団体、

正式には２５団体ぐらいだと記憶していますけれども、集まっていただきまして、ほぼ９

割の方がお見えいただきました。そこで、まず競技の場ということで、当然廃止を含めて

御協議をさせていただきましたけれども、やはりどうしても年間で１万６，０００人とい

う皆さんの利用の高さ、これを私どもは配慮させていただいて、トレーニング室の方に改

装して移るという案もあるのですがどうですかという議論をさせていただきまして、同意

はいただいたものと思っております。

それからまた当日、時間を変えて、今度はトレーニング室の利用者の皆さんに集まって

いただきました。たくさんはお見えにならなかったのですが、年間で延べで３，８００人

の方が現在お使いいただいております。器具自体がほかのトレーニング室にないものです

から、こだわった方が、特に筋トレの方が中心にお使いをいただいているのですけれども、

そこに重立った方、指導するような方もいらっしゃいまして、その方が中心にお話をさせ

ていただいて、ニューライフプラザと労働者福祉センターのトレーニング室で統合するこ

とに一定の御理解をいただいたというふうに認識をいたしております。

○７番（長野恭紘君） 勤労者体育センターの方にある器具とトレーニングの器具と、ニ

ューライフとか、あとべっぷアリーナにある器具というのは、トレーニングの種類がやっ

ぱり若干違うような感じを、私も見て知っております。ですから、そういう意味では非常

に理解が得られるのであればそれはそれとしていいなというふうに思うのですけれども、

やっぱり全体的に合理化を進めたり行革というのを進めると、一時的にではありますけれ

ども、やっぱり利用者の方には不便をかけることになると思うのですね。ですから、今後

利用を検討していた方々にも、そんなにたくさんはいないかもしれませんけれども、何ら

かの方法でこういうふうになりますよ、なりましたよというようなことも十分周知徹底を

していただけるような何か広報というか、そういったところも充実をしていただきたいと

いうふうにもお願いをしておきます。

あと１点ですね。国体開催事務局が当然なくなるといった中で、道路側の空いたホーム

の方が、がらっと空くような形になるというふうに思うのですが、当然、市役所とも本当

に目と鼻の先で、よく国体開催事務局の職員の方も、その上にある消防の方々も当然そう

なのですけれども、歩いてこれるような距離にありますから、今後十分検討を重ねて、有

効な活用方法というのを考えていただきたいというふうに思っておりますが、これは今後
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の課題だと思いますので御答弁はいただきませんが、また、その活用をこういうふうにす

るのだという提案を、ぜひ我々にも早目にお示しをいただければというふうに思っており

ますので、よろしくお願いいたします。

この項は、これで終わりたいと思います。

続きまして予算書の２６ページ、次のページの０７８０別府商業観光開発公社に要する

経費の追加額について、質疑をしていきたいと思います。

きょうは商工課ばかりで商工課長には大変御迷惑をかけるのですが、このコスモピアの

問題に関しまして、私もさきの６月議会の中でも質疑をしてまいりました。全員協議会等

でも十分に説明をいただいておりますので、最初からの説明というのは、もう皆さん御存

じだというふうに思っておりますので省略をさせていただきますし、御答弁も要りません

けれども、今回の予算の計上の仕方からも少しちょっとわかりづらいなというところもあ

りますので、以下の２点、今から言う２点について、注意をしていただく中で簡潔に御答

弁をいただきたいと思います。

まず１点目が、最終的にトキハと合意をした土地の譲渡金額と、トキハがとった土地鑑

定評価額とは、どの程度の開きがあったのかということを、これがまず第１点と、２点目

が、金融機関への繰り上げ償還ということに今回なりましたけれども、どの程度の支払い

利息軽減になったのか、この点２点お尋ねをいたします。

○商工課長（永井正之君） お答えをいたします。

まず、トキハとの敷地の譲渡価格でございます。３億５，８２８万円でございます。そ

れと、トキハが、これはまた敷地の鑑定評価をとられております。この分との差額という

ことでございますが、鑑定評価額についてはちょっと差し控えさせていただきたいと思う

のですが、差額につきましては約１億２，０００万ございました。

それから２点目でございます。金融機関の支払い利息の軽減分でございますけれども、

下半期分、今年度の１０月から３月分までの支払い利息分が、９月繰り上げ償還によって

軽減をされます。金額といたしましては、１，１８５万４，０４８円となります。

○７番（長野恭紘君） ありがとうございました。トキハさんとの差額というか、双方が

当然鑑定評価するわけですけれども、１億２，０００万の差額、開きがあったということ

で、鑑定評価額は具体的には言えないというふうに今、課長もおっしゃったのですけれど

も、それを足せば大体これぐらいかなというのはわかるわけなのですけれども、実際トキ

ハさんも当然いろいろな面で痛みを伴ったと思いますし、金融機関も債権放棄というよう

なこともありましたので、大変御迷惑をおかけしたなというふうに思っております。でき

れば、当然これは払いたいお金ではないわけでありますが、やはり財政が厳しいからとい

うことと約束はしっかり守るということというのは、私はこれは別だというふうに思って

いますので、今回の予算計上を私は評価をさせていただきたいというふうに思っています。

ただ、やはり残念なのは、下半期分の利子が１，８８０万円軽減できたということを考

えると、やはり当初予算に計上してもっともっと予算が、予算というか利子分が軽減でき

たのではないかなということを考えると、非常に残念な気持ちはいたします。ですから、

この件についてはもう今議会で提案をされておりますので、これ以上は申し上げませんが、

やはりしっかりとこの点は今後に生かしていただきたいなというふうにお願い申し上げた

いというふうに思います。

１億２，０００万の開きがあったという御答弁をいただきましたけれども、その点トキ

ハさんも最終的に合意をしていただいたから今回の予算計上になったというふうに思って

いますし、やはりできれば銀行も各金融機関も、できるだけ引き延ばして利子分はもらい

たいというのは、これは本当は当然の心理だと思いますし、債権放棄もしてもらっていま

すから、そういった面ではできるだけ引き延ばして、最後の下半期分も利子くださいとい
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うのは、これは当然だと思うのですね。そういった中で、各金融機関とトキハさん、双方

と別府市を含めた３者で今後、何というか円満な解決を図られたのだろうというふうに思

っていますけれども、今後この各金融機関とトキハさんとしっかりと手を携えて別府市の

ためにこれから頑張っていきましょうというか何というか、そういう合意はしっかりと得

られたのかどうなのか、その点だけ最後に確認をしておきたいと思います。

○ＯＮＳＥＮツーリズム部長（阿南俊晴君） お答えをいたします。

トキハさんとは、これまで６回の交渉の中でいろんなお互いの相違点等、話をさせてい

ただきました。最終的な合意に達したということから、今回提案をさせていただいており

ます。トキハさんの方におきましても、別府市の意向を十分酌んでいただいたというふう

に私どもは思っておりますし、各地元の３行庫に対しましても話をさせていただいて、別

府市の意向、これは９月末の繰り上げ償還に対してこの議会の議決が得られれば、９月末

の繰り上げ償還で構わないという理解をいただきました。こういうことから、株式会社ト

キハさん、それから地元３行庫とは、今後とも連携をとって協調していけるというふうに

考えております。

○７番（長野恭紘君） 合意に至ったから今回の計上になったのだろうということは、理

解はできるわけですけれども、心情的にしこりが残らないかといえば、そこら辺は私はよ

くわかりませんが、やはり今後そういうしこりというような部分が残らないような真摯な

態度で別府市の方も、当然合意した以上はトキハさんも各金融機関もおつき合いをしてい

ただきたいというふうに、お願いをしておきます。

今回は多額の市費を投入したということになったわけでありますけれども、公社事業そ

のものに問題があったというふうなことも言えるのではないかなというふうに思っていま

す。底地を買い上げるような形で別府市の方も財政的な支援も過去さかのぼればしている

わけでありますから、その金額も含めると本当に莫大なというか、膨大な市費を投入した

ということになろうかと思います。ですから、今後こういった公社の事業失敗というよう

なことにも十分反省をしていただきながら、しっかりと行政運営をしていただければとい

うふうに思っております。

この項については、もうこれ以上申し上げません。次の項に移りたいというふうに思い

ます。

続きまして、同じページの０９５０商店街活性化に要する経費の追加額について質疑を

していきたいと思います。

まず、この追加額の予算についての説明を、お願いいたします。

○商工課長（永井正之君） お答えをいたします。

まず、１３節委託料でございます。１３節、１４節、これはかかわりがあるのですけれ

ども、全国身障者スポーツ大会が国体の後に開かれます。これに合わせまして多目的トイ

レ、身障者も使える多目的トイレを中心市街地に設置をということを検討いたしました。

大分走り回って常設も検討させていただいたのですが、なかなか地権者の同意がとれませ

んで、今回仮設でございますけれども、１０日間ほどお借りをして中心市街地に置いてみ

ようということになりました。これは関係者、障がい者の団体も含めて協議を済ませてい

るところでございます。その費用が委託料３万円、それから使用料及び賃借料、多目的ト

イレの借上料４０万３，０００円を計上させていただいてございます。

次に、１５節工事請負費でございます。街路灯設置工事費９４０万５，０００円でござ

いますが、これは中が二つに分かれてございます。中心市街地活性化基本計画の事業とし

て流川通り及び梅園通りの街灯の整備費を計上させていただいてございます。まず流川通

りにつきましては、本年度に国道１０号から銀座商店街まで、延長１５６メーターになり

ますけれども、下水道の管路の布設工事が施行されますということから、来年度予定をし
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ておりました街路灯の整備をあわせて工事をし、工事の効率化を図りたいというものでご

ざいます。その経費が５７５万７，０００円となってございます。それから梅園通りにつ

きましては、周辺の街路灯、縦通り、横通りでございますけれども、これにつきましては、

平成７年度から９年度にかけて整備をされております。ところが、梅園通りだけ取り残さ

れた形になってございまして、地元の要請も受けまして、私ども、道路河川課と一緒に中

を見させていただきました。現在１０本街灯がございます。大変古うございます。いつ落

ちてもおかしくない状況でございますので、これはいかがなものかということで通り会と

協議をさせていただいて、今回、全面的にその１０本を撤去し、新たに、これは６本なの

ですけれども、街灯をつけさせていただきたい。その経費が３６４万８，０００円でござ

います。合わせて９４０万５，０００円となってございます。

それから、１９節負担金補助及び交付金でございます。これは中心市街地活性化協議会

が行う事業の補助金として１，８４０万を計上させていただいてございます。この中身に

つきましては、まず１，７９０万につきまして、空き店舗利活用の社会実験の追加額でお

願いをしております。当初予算で１，０００万をいただきまして、現在３店舗が社会実験

ということで地権者の合意をいただきまして新たにオープンをさせていただいてございま

す。新たに５店舗について、社会実験としていろいろな施策を入れてみたいというふうに

考えてございます。その経費が１，７９０万円でございます。それと残りの５０万円でご

ざいますが、中心市街地の共同イベント事業ということで、中心市街地４商店街の同意が

とれましたので、国体に合わせて１０月４日を今予定してございますので、共同でおもて

なしのイベントを試験的にやってみようということで、その経費につきましては、県の補

助金もいただきながら、別府市の方から５０万円助成をしたいというふうに考えてござい

まして、これも協議会の事業として進めてございますので、協議会補助金として計上させ

ていただいてございます。

○７番（長野恭紘君） ありがとうございました。この予算については、大きく三つなの

だろうというふうに思っています。御説明いただいたように国体時に合わせた多目的のト

イレ設置に係る借上料と清掃料と管理料ということが、これが１点。二つ目が、流川通り

会と梅園通り会の街灯の改修に係る工事費用。それから３点目に、協議会実施事業の補助

金として、いわゆる空き店舗対策と商店街の共同イベントに係る補助金ということなので

あろうというふうに思います。国体にあわせた身障者用のトイレということで、これは先

輩議員さんからも過去の一般質問の中でも、安心して別府に訪れていただくためには、や

はりそういった多目的トイレ、身障者用のトイレが必要ではないかというふうな質問も出

ておりました。私もそれはおっしゃるとおりだなというふうに思っていましたし、今回暫

定的にというか、期間限定で今回は御協力を得られたということだろうというふうに思い

ますが、当然できれば、協力が得られるのであれば、今回はこういう形でありますけれど

も、半永久的にというか、常設でこういった形で身障者用のトイレがあると、やはり安心

して別府に訪れていただくこともできるというふうに私は思っておりましたけれども、今

後のいわゆる持続させていくというようなお考えについては、どのようなお考えをお持ち

でしょうか。

○商工課長（永井正之君） お答えをいたします。

中心市街地活性化基本計画の中では、各商店街、これは４カ所を今計画をさせていただ

いておりますけれども、年次計画でトイレ、今これはユニバーサルデザインのトイレとポ

ケットパークの整備を図っていこうと計画をいたしてございます。

一番初めにできそうなのが、ソルパセオ銀座の方でもう地権者の合意もいただいていま

すし、これは株式会社イズミ側の方で設置をするというお約束ができているようなので、

その推移を見たいと思います。あと各商店街というと、場所は未確定なのですけれども、
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年次計画でこの５年間のうちに４カ所は何とか設置したいというふうに考えてございます。

○７番（長野恭紘君） 明るいニュースだなというふうに思います。イズミさんも積極的

にそういう中心市街地の活性化に寄与していただけるという約束もありますし、それはし

っかり市長を含めて、小さいことかもしれませんけれども、トイレがあるのとないのでは、

やはりここに行って安心できるかどうかというのは、非常に大きなことだろうというふう

に私は思います。私自身も、後で中心市街地の活性化事業のことについても言いますけれ

ども、ぜひそういうトイレもつくってほしい。本当に数は多くなくていいからやはりつく

ってもらいたいというような要望も私も受けていますし、やはり常設に向けた努力という

のは、これは必要だろうというふうに思いますので、ぜひイズミさんの協力も得ながらし

っかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。

それから、流川通りと梅園通りの街灯改修に係る今回の費用でございますけれども、流

川通りが国道１０号から銀座街までのいわゆる街灯の整備ということと、あと梅園通りは、

確かに梅園通りを通ると、上を見るとぐらぐらしていて、落ちてこんかなというような、

本当に不安になるような街灯が垂れていますよね、下がっていますよね。早く改修した方

がいいなというふうに思っていましたが、早期にこの時期にできるということは、非常に

喜ばしいことだというふうに思います。

一つやっぱりその中でも気がかりなのは、例えば北浜通りとか西法寺通りとか、松川先

輩がいらっしゃいますが、どこに街灯を設置するかということは非常に重要な問題だと思

うのですね。例えば北浜通りでもそうですし、西法寺通りも、歩行者の方がやはり犠牲に

なるというか、ぐっと体をよけないと、非常に危険な場所に街灯があるからよけないとい

けないというようなこともやはりありますしね。だから、そういうふうなことを考えると、

やはり後々地元の方からも、観光客は当然ですけれども、歩いていて歩行者の方が危険が

ないのかとか、地元の方々がどこに設置してほしいのかとかいうことも含めて、やはり地

元にも合意をちゃんととって、後々トラブルがないようにしていただきたいというふうに、

これが一番重要かなというふうに思うのですが、その地元との話し合いというか合意につ

いてはどのようになっておりますでしょうか。

○商工課長（永井正之君） お答えをさせていただきます。

まず、流川通りにつきましても梅園通りにつきましても、十分合意はいただいているも

のと思っております。私は何度も道路河川課と一緒に足を運んでございますし、これは建

設部は直接かかわってくる問題でございますので、建設部と連携をとりながら、「地元の

皆さん、どういうものがいいですか、どこがいいですか」。それを踏まえて今最終的な調

整を図ってございます。予算をいただきまして、実際また設計に入りまして、議員御指摘

のように問題点を再度詰めて、地元の皆さんに喜ばれる、また通る方が本当に危なくない、

そういう配慮をさせていただきながら整備を進めたいと思ってございます。

○７番（長野恭紘君） 梅園通りの方はなかなか自転車とか、バイクは通れるのですかね。

車が通るところではありませんから、大きな危険というのはないかもしれませんが、やは

り歩行者の方が中心になるわけですから、そういった安全の対策というのを十分に講じて

いただきたいということと、それから流川通りについては、やはり目に見えるいわゆる中

心市街地の活性化というか、目に見える形での、「ああ、明るくなったな」というような

ものが何か一つ欲しいなというふうに私自身も思っておりました。流川通り会の方々も、

これは梅園通りまではいきませんが、やはり建ててもう何十年にもなるのですね、街灯が。

維持管理も当然その方々がしていますし、保険代なんかも全部払っていますね。だからな

るべく早目に、あれは県道ですから、県の方にもなるべく早く改修してほしいというよう

な要望も出ておりましたが、なかなか県の方も予算がつかなかったということで、今回は

中活の事業ということで英断を下していただいたということで、非常に目に見える、いわ
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ゆる中心市街地の活性化という意味にしてもそうですし、安全という面にしても非常に地

元の方々からも喜ばれる事業ではないかなというふうに思っております。私からも、感謝

を申し上げたいと思っております。

ただ、今回は流川通りだけいえば銀座街まで、国道１０号から銀座街までの１６０メー

ターでしたですかね。そこまでの計画でありますが、時間が余りないので私から言います

けれども、当然あそこは下水道の工事がもう間もなく入るということをお聞きいたしてお

ります。では、流川通り会というのは大体主にどこからどこまでかということを聞きまし

たら、あの高架ですね、高架があるあそこまでが大体流川通りも「通り会」と呼んでいる

ところなのですよというようなお答えもいただきました。ということで、あそこの最終的

には上まで行かなければいけないというふうに思っておりますけれども、その点について

は来年度も一生懸命努力もしていただける。当然我々も努力をしていきたいというふうに

も思っておりますので、ぜひしっかりと。そこまでせっかくできるのですから、そこから

上のことも最後完結させてというふうに要望して、この流川通り会と梅園通りのことを終

わります。

それから、これは一番最後でございますが、中心市街地活性化の協議会補助金というこ

とで１，８４０万円計上されております。県との共同イベントに５０万ということを除く

と１，７９０万円がいわゆる空き店舗対策に使われるわけでございます。空き店舗対策と

いうと、もう本当に「またか」というような感じになるのですが、今回の空き店舗対策は

違うぞと、商工課長も非常に力を込めておっしゃいましたが、これからやる空き店舗対策

と過去の空き店舗対策がどのように違うのかということを、まずちょっと明確に御答弁い

ただきたいと思います。

○商工課長（永井正之君） お答えをさせていただきます。

これまでの空き店舗対策、これは平成１１年から３カ年、また平成１７年、１８年と実

施をいたします。これは物販また飲食が中心で、家賃補助ということで県・国・市がそれ

ぞれ補助しながら実施をしてまいりました。補助期間が終わってすべて撤退ということで、

１店舗だけ、アフジャさんという方が１店舗だけ残っているのですけれども、結果として

１店舗が定着をしたのみということで、かなりの金額を使わせていただいています。

今回は、そういう反省点から切り口を変えてみようということで文化・芸術。文化・芸

術で活性化するかという皆さんの御意見もいただきながら、今進めようとしています。ま

ず文化・芸術を中心にした、文化が香る、触れ合える交流の場をつくってみようというこ

とで試験的に社会実験として始めさせていただいています。すでに当初予算１，０００万

円の中で３店舗オープンし、先日来よりオープニングイベントから、先日の日曜日には一

つのイベントをまた実施しまして、かなり盛況であったというふうにお聞きをしています。

私ども担当者も含めて逐次現地の方に持参し、皆さんの御意見を伺っています。地権者ま

た通り会の皆さん、また商店街の皆さんは、こぞってこの計画、また現実に今動いていま

すので、御賛同をいただいています。どういうことかというと、若い方が通るようになっ

た。若い方が集うようになった。こんなことは今までなかったというふうにおっしゃって

いただいています。

今回の補正内容につきましては、３世代の交流サロン、また竹工房、古民家がございま

す。これは西法寺通りにあるのですけれども、この古民家を改装してカフェ、またギャラ

リー、また新しい試みをやってみようというふうに思ってございます。そういう中でまち

づくり関係者の積極的な参画、それと地元商店街の合意、これが過去になかったのですけ

れども、こういうものを築き上げながら、皆さんが同じ方向を向いて協力体制を整えてい

く、そういうもとにならないかなということで、かなり皆さんのお気持ちが変わってきて

いる。何か生まれるのではないかなというふうに思ってございます。
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○７番（長野恭紘君） 時間もなくなってきましたが、今、課長が言われるように、今回

空き店舗対策をやるということについて、これを実施するというか運営していくのはＢＥ

ＰＰＵ ＰＲＯＪＥＣＴですね。私も日ごろからＢＥＰＰＵ ＰＲＯＪＥＣＴさんとは非

常におつき合いがありますから、実際に見にも行ってみましたし、お話も何時間もお聞き

をしてみました。今までは空き店舗対策、家賃補助ということだったのですね。だからそ

の期限が切れたらもうどこかに行ってしまうというのが、これが常だったのですが、やは

りそこにずっといてもらわなければいけない、にぎわいの場をつくってもらわなければい

けないということで、今回当初予算で１，０００万で、今１店舗でき上がって、２店舗ま

だ作成中ですね。これからさらに５店舗つくっていくということで、今回、前回の３店舗

と今回の５店舗を合わせて８店舗、合わせて共通するのは、アート・芸術・美術というこ

とだろうというふうに思います。芸術とか美術で人が来るのかということなのですけれど

も、別府市が目指しているＯＮＳＥＮツーリズムというのは、７割、８割の人にターゲッ

トを絞って全国の、いわゆるアジアの中で、世界じゅうの人たちからやっぱりここに来て

もらう。７割の人にターゲット、８割の人にターゲットを絞るやり方だろうと私は思って

いるのですね。ただ美術とかこういう芸術とかという、こういったものというのは非常に、

言い方は悪いのですけれども、マニアックな世界かなというふうに思います。ただこの２

割、３割の人たちというのは絶対に来るのですね、絶対に来るのです。だから確実にやは

り別府に来ていただける、確実にそこに寄っていただける、来ていただけるということを

考えると、私はこの芸術の世界、美術の世界というのは、プロではありませんけれども、

通して思うことは、非常に芸術とか美術の世界というのは横のつながりがものすごく深い

のですね、広いのですね。だから私は、今回はやはり中心市街地活性化のラストチャンス

というふうに思っていますし、この試みというのは、私も非常におもしろいなというふう

に思っています。楽しみにしております。

ただ、やっぱり今回これを失敗すると、もう「中心市街地」という言葉は使えなくなり

ますよね。例えば、上の方の商店街に行っても通り会に行っても非常に元気ですよ。だか

ら私も言われるのですけれども、「もう中心市街地ばかりにこだわるなよ。おれたちだっ

て一生懸命やっているのだから、中心市街地ばかりに金を入れるな」というふうに怒られ

るのですね。けれども、私なんかは、「別府市の顔だから、そこはそこでちゃんとやらな

ければいけないのですよ」ということで、苦しい言いわけみたいなことをしていますけれ

ども、やはり元気なところには中心市街地だけではなくていろいろなところにお金を、頑

張っているところには入れていってあげたいなという気持ちもあります。ですから、やは

りそういう意味でも絶対に今回の中活、特に８店舗のプラットフォームと言われる、きょ

うの新聞にも載っていましたよね、プラットフォーム２。１ができて、今２番目。これが

最後８までいくということなのですが、このプラットフォームというものは絶対に失敗し

てほしくないなというふうに思っていますし、ＢＥＰＰＵ ＰＲＯＪＥＣＴの方々にお話

を聞いても、また別の資料として「ベネッセアートサイト直島」といって、これは香川県

にある島一つ全部アートの島なのですね。島全体にいろいろな建造物を初めいろいろな美

術、当然ミュージアム、美術館もありますし、そういったものもいろいろあるのですけれ

ども、そういったまちを別府でもつくっていきたいというのが、今回のコンセプトの根底

にあることですから、ぜひ市長も「ＯＮＳＥＮツーリズム」と並んで「アートツーリズ

ム」という、この言葉は商工課長から盗みましたけれども、「アートツーリズム」という

ことを提唱していただきながら、この中心市街地活性化と結びつけて、ぜひ失敗しないよ

うにしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思っております。

そのことを最後にお願い申し上げまして、まだまだ言いたいことはありますけれども、

３分間残して、私の議案質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。
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○１９番（堀本博行君） 何点か気になる点を質疑させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

それでは初めに、旧南小学校跡地に要する経費１，８９０万、これについてまず簡潔に

御答弁ください。

○企画部長（亀山 勇君） お答えをいたします。

旧南小学校跡地及び旧南幼稚園の学校跡地の整備活用の基本的な考え方につきましては、

過ぐる議会の中で御説明をさせていただきました。この中で南部地区の活性化を図る、推

進するための施策を検討する中で既存の公共施設と、それから学校跡地を一体的に整備、

活用を図るということで、市の方針を決定させていただいた次第でございます。この整備

の手法といたしましては、民間資本と、それから民間のノウハウを活用する中で財政負担

の軽減、あるいは効率的で質の高いサービスの提供が図られる、いわゆるＰＦＩ法に基づ

く導入の検討を図ってきたところでございます。

今回、補正計上してございます整備基本計画策定等の委託料の内容につきましては、旧

南小学校の跡地整備に係る基本計画の策定料、それから今申し上げましたＰＦＩ事業とし

て実施することが、いわゆる可能かどうかを調査するＰＦＩの可能性の調査業務につきま

して関係経費を予算計上させていただいているところでございます。

○１９番（堀本博行君） 具体的に予算がついて走り出したというふうな感がするわけで

ありますけれども、これまでもさまざまなやり取りがありました。具体的に図書館を中心

とした複合施設というふうなことでありますけれども、具体的にいろんな子育て支援セン

ター、それから多目的ホール、若者の定住策の一貫である住宅、この住宅がどういうふう

な形になるかわかりませんが、それから南小学校の歴史を残すためのメモリアルパーク的

なそういったものがいろんな形で具体的に文言としては上がってきているわけであります

けれども、なかなか形として見えてこないというのに非常に……そういう思いもあるわけ

でありますけれども、今後のスケジュールは、具体的に例えば図面であるとか、パースま

でいくかどうかわかりませんけれども、具体的に今後のスケジュールを簡単に説明をお願

いいたします。

○企画部長（亀山 勇君） お答えをさせていただきます。

まず、この補正予算の議決をいただいた後につきましては、ホームページ等を通じまし

て公募をさせたいと考えてございます。この中でいわゆるコンサルタント業者が決定をい

たしましたら、この基本計画の策定料、それからＰＦＩの可能性に向けての導入調査を行

いまして、本年度中には基本計画の取りまとめとＰＦＩ事業の可能性の総合評価を終えた

いと考えているところでございます。

この基本計画の策定の中につきましては、今、議員の御指摘のとおり建物のいわゆる概

略的な配置計画というのを今考えてございます。このＰＦＩというのが、あくまでも設計

から建設工事、それから維持管理、運営までを一括して発注するといったようなのが基本

的な考え方でございますので、この基本計画をもとに、またこの具体的な内容につきまし

ては、地元の検討委員会の皆さん、市民の皆様方に御説明を申し上げまして、その中で決

定をさせていただくという方向を考えてございます。

○１９番（堀本博行君） ありがとうございました。先般の議会でも私は府中市の件を挙

げて質問をさせていただきましたけれども、年末、年末といいますか今年度末、来年の３

月末ぐらいまでには具体的な形でその配置とかそういうのが見えてくるというようなこと

でありますけれども、図書館があそこの位置で今いいのかというふうな議論もありました

けれども、現実的に南部の振興というようなことで、活性化というようなことで言わせて

もらえば、一つは第１弾の浜脇で「失敗」という言い方がどうかわかりませんけれども、

非常に苦戦をしております。松原住宅の１階店舗部分というようなことで拠点開発という
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ような形でやって、これも現状のようでありますけれども、今回のこの南小学校跡地が、

いわゆる３回目の正直で何とかここの部分が活性化に結びつくように、地元の皆さん方の

期待も非常に大きいわけであります。このことについては、ぜひ全庁体制で進めていって

いただきたい、このことをぜひお願いをして、またこれからも質疑を続けていきたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、次にトキハの清算の問題について、ちょっと触れさせていただきたいと思い

ます。

やっとここまで来たなというふうな感じがするわけであります。考えてみますと、１０

年前といいますと、この議場の議員さんたちの中で当時のことを知っているのは、私がち

ょうど１期目でしたので、１期目で１番議員でありましたので、非常に鮮明に覚えている

わけであります。だから私が今１９番でありますので、私以降の方々が、２９の議員さん

がいらっしゃって、その中の１９から２９の１０人がその当時の空気、雰囲気というもの

を知っているわけであります。（発言する者あり）（笑声）見事に市長選で落選されまし

て、（笑声）浪人中でありました泉先生をのけてそういうふうな状況であったわけであり

ますけれども、その当時のことは議事録を読めばわかるとはいうものの、その当時の先ほ

ど申しましたいわゆる議会の流れ、その当時の空気というものが、なかなか伝わってくる

ものではないというふうに思うわけであります。当時、井上市政の時代でありまして、県

から石川助役が来ておりました。一生懸命石川さんがこの問題について井上さんの指示を

受けながら対応して、まさに四面楚歌の状況の中で不眠不休の仕事をやっていたというふ

うなことを、私も肌で感じておりました。そういった中で、いわゆる当時としては起死回

生の案ができ上がったというふうな形でまとめ上がったのが、今回のスキームであります。

そういった中でも当時の説明・答弁を聞きながら、一生懸命やったのはよくわかってお

ります。涙ながらに、今、松丸副市長がお座りになっているその席で石川さんが、何度も

何度もこの問題について議員に対応しながら誠実に答弁をしたことも懐かしいわけであり

ますけれども、そういった中でトキハさんとの契約が締結をしたというふうなことを聞き

まして、いろんな形で全協とか議会の場とか、時には会派別に石川さんから説明を受けた

というふうなことも記憶にあるわけでありますけれども、その中でどうしてもトキハさん

という会社も私も個人的に、個人的にといいますか、サラリーマンの時代にいろんな折衝

をした記憶といいますか、よく存じ上げている企業でありますので、その企業が１０年前、

このような形でよく契約にこぎつけたなというふうに思っておりました。石川さんにも、

大変申しわけないけれども、当時助役だったのですけれども、「石川さん、あなた、申し

わけないけれども、絶対に裏取り引きしておる。でないと、こんな契約はできるはずな

い」と私は何回も言いました、石川さんに。石川さんは、「いや、そんなことはありませ

ん」。誠心誠意ということでそういうふうな説明を受けていたわけでありますけれども、

現実的にそれが臨時議会で議決をされて、それ以後粛々と今日まで進んできたわけであり

ますけれども、その当時、私はだから、これは変な言い方ですけれども、「石川マジッ

ク」というふうに言っていました。大変な、このまま契約ができたということについては

高く評価をするし、すばらしい交渉力だというふうに私も思っていました。思っていまし

たというか、今でもそう思っているわけでありますけれども、現実的にそういうふうな形

で粛々と契約が進んで、この一、二年になって平成２０年が来るぞ。議会の中でも「態勢

は大丈夫か。そろそろ態勢をつくれよ」というふうな議会のやり取りが出てき始めて、そ

ういった中で、どうしても具体的な商工課の課長さんといろいろ去年ぐらいからやり取り

する中で、どうしても納得がいかないというようなことできたときに、この契約書という

のが出てきたという現実というのがあるわけであります。

お話をする中で、この契約書をいただいたわけでありますけれども、もう細かいことは
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全然言う気はないのでありますけれども、当時、平成１０年の石川さんの答弁なのです。

この中に、ずっと読み返しておりますと、「市民に対する開示」という角度で答弁してい

るところがあるのです。「何よりも情報開示ということが大前提になると思いますので、

その上で市民の皆様方にまず今回の問題の全貌を明らかにして、その中で市民の方々に御

意見をいただくということで、最小限度のスキーム全体、それから今までの事ここに至っ

た経緯を明らかにすることによって、この問題をこのように考えております」というふう

な答弁をしているのです。

ところが、この契約書そのものというものが、私の昨年の９月のやり取りの中でこの条

件、また６条２項というものが出てきたわけでありますけれども、こういうふうに当時の

助役の石川さんが言ったにもかかわらず、この何年間、この契約書というものがどこかに

隠されていたという言い方は非常に申しわけない言い方、現実的にこの契約書が例えば開

示をされたからといって、非常に、この文言を見てこの６条２項がいわゆる４０％の支払

いですよというふうなことを読み取る人は、これはもう少ないと思います。けれども、こ

れが隠れた。どういうふうな形で、だれが何のためにこの契約書が昨年まで出なかったの

かという、このことについては非常に厳しく私は指摘をしておきたいと思いますし、これ

は絶対に今後あってはならないというふうなことであります。そういうことから間違った

答弁、こういうふうな契約書が出てこなかったというふうなことであれば、いわば議場で

の議員の判断の狂いにもこれまたかかわってくるわけであります。そういった意味から市

民の前にすべてを明らかにするということは、これは大前提であります。こういうふうに

思うわけでありますけれども、厳しく指摘をしておきたいと思いますが、答弁があります

か。

○商工課長（永井正之君） お答えをさせていただきます。

まず契約書、これは譲渡等契約書第６条の件でございますけれども、時価評価額、括弧

書きで更地評価額から借地権評価額を控除した額というふうに規定をしてございます。そ

れで、その後に覚書を締結されてございます。それが平成５年の、別府市が公社からコス

モピアの底地を買い戻した、その率を採用するというふうに書かれてございます。それが

６対４であったということでございます。ただ、この６対４は決しておかしい数字ではご

ざいません。建物が建っておれば、当然そこには土地の代金また借地権というので、都会

にいけばもっと率が借地権の方が高いというふうに評価をされているようでございます。

今回、鑑定評価をとる上で、土地の代金も含めてこの６対４について専門家の意見を伺っ

てございます。結論的には「妥当だ」ということが出てございます。地方では一般的には

５対５というのもあるのですけれども、決して７対３でも６対４でも、それは建物、また

その周辺の商業地域の成り立ちから見れば決しておかしくないということで、その評価も

いただいた上で私どもは、株式会社トキハさんと交渉の中でこの話を進めさせていただき

ました。決して、「隠した隠した」とかよく言われるのですけれども、私どもとしてはそ

ういったつもりは全くなかったというふうに御理解をいただきたいと思います。

○１９番（堀本博行君） この問題の最後でありますので、一言言っておこうというふう

に思い、そういう思いで指摘をさせていただきました。

次に、学校適正化対策に要する経費の追加額について、簡単に説明を願います。

○教育総務課長（荒金 傳君） お答えいたします。

学校適正化に要する経費の追加額につきましては、野口・北小学校の学校統合の議決に

際して、「市内全域を見据えた、よりよい学校適正化の方向性を模索するため検討委員会

を設置し」との附帯決議が付されたことから、検討委員会を立ち上げるための委員の謝礼

金１９万６，０００円、先進地視察旅費として５万６，０００円を計上したものでありま

す。
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○１９番（堀本博行君） この問題も、去年から紆余曲折を経てこういうような形になっ

たわけでありますけれども、具体的に検討委員会の立ち上げについては、これはいつごろ

になるのか、どのような人員構成になるのか、それから方針決定の時期はいつごろになる

のか、この三つを簡潔にお答えください。

○教育総務課参事（御手洗 茂君） お答えいたします。

１点目の、いつ立ち上げるのかというのは、補正予算の承認をいただいた後に、１０月

をめどに検討委員会を立ち上げる予定にしております。

それから、委員の構成につきましては、２０名以内ということで予定をしております。

それから構成につきましては、学識経験者、市民代表、学校関係者で構成をするという

予定にしております。（発言する者あり）

○議長（山本一成君） はい、課長、答弁。

○教育総務課参事（御手洗 茂君） すみません、ちょっと一つ抜けましたので、追加さ

せていただきます。

この決定の時期につきましては、平成２２年３月をめどに再編計画を取りまとめたいと

いう予定にしております。

○１９番（堀本博行君） 学識経験者それから市民代表、学校関係者というふうにお答え

いただきましたけれども、具体的に学識経験者というのはどんな方々で、市民の代表とい

うのはどういう方々ですか。

○教育総務課参事（御手洗 茂君） お答えいたします。

この検討委員会のことにつきましては、平成１０年度、８年度に開いた幼児・児童・生

徒減少期検討委員会、それから平成１６年に開きました旧市街地学校統合検討委員会、こ

の二つを参考にいたしましてつくりました。

学識経験者の中身といたしましては、大学の教授それから市議会議員の先生方、それか

ら市民代表につきましては、自治会それから民生児童委員、それから社会教育委員、社会

体育団体委員代表、それから学校支援ネットリーダー代表、それから学校セーフティネッ

トワークの代表、それに公立の幼稚園・小学校・中学校ＰＴＡの代表、学校関係者といた

しましては、幼稚園・小学校・中学校の園長・校長、そして教職員の代表というふうな形

で、２０名以内を予定しております。

○１９番（堀本博行君） はい、わかりました。この学識経験者の中に議員が何名ぐらい

入るのかわかりませんが、選ばれて困る議員さんもいらっしゃいますし、議会が入ると、

どうしても地元、自分の地域のいわゆるこの……というふうな形になりますから、これは

もう答弁は要りませんけれども、ちょっと考えていただきたいなと思います。例えばかか

わるのであれば議長、副議長、それから総文の委員長、この方々がオブザーバー的にかか

わっていくというふうなぐらいがいいのではないかというふうに私は思っています、個人

的に。ぜひ参考にしていただきたいのと、それともう一つ、市民の代表ということで、思

い切って市民の方々から公募して３名でも４名でも意欲のある方々の市民を入れて、何か

切って割ったような振り分けというのではなくて、やっぱりオープンにして市民の、この

検討委員会そのものというのは市民全体的に、これまで１０年間で統合を進めていくとい

うような方法を一回ばらして、それで市民にオープンにしてというような形でもう一回市

全体で中学校校区も含めてやり直すというふうなことで、市民の関心も非常に大きいわけ

であります。そういった中で自分たち、いわゆる既成の、例えばだれだれ、こういう団体、

こういう団体というのは、それはもちろんそういうふうな選び方も悪いとか申しませんけ

れども、そこでひとつ市民の方々に３名４名入っていただいて活発な議論をしていただい

て、それが今回のこの検討委員会をオープンにするという意味にもなろうかと思います。

ぜひこのことも考慮に入れていただきたい。答弁しろといったら、なかなかしにくかろう
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から、参考意見として聞いておいていただきたいと思います。

ぜひこのことをお願いして、２０分になりましたので、私の質問を終わります。ありが

とうございました。

○２番（加藤信康君） 一般会計補正予算の第８款３項１目温泉管理費につきまして、２

７ページです。この中の右側の説明の中の北浜温泉指定管理料のマイナス補正にかかわる

補正予算の説明をお願いいたします。

○温泉課長（浜口善友君） お答えをいたします。

今回、指定管理者の関係で補正をお願いいたしております内容につきましては、まず北

浜温泉の指定管理者であるハットウ・オンパクから、９月いっぱいで指定を辞退したいと

いう旨の届け出・申し出がございます。本年１０月から３月までの６カ月間、部分委託も

含めます市の直営する経費を計上しております。

具体的には市営温泉に要する経費の追加額２，２４８万９，０００円、このうち可燃性

の天然ガスの事故防止を図るために温泉法の一部が改正されておりますが、その手数料で

大分県の確認申請手数料、それと登録分析機関の測定手数料、これは合計しますと３９２

万ほどになりますが、これは手数料に計上した４１９万４，０００円の一部でございます

が、これを控除した１，８５６万９，０００円、これを直営にかかる経費ということで見

積もりまして計上させていただいております。

次に、北浜温泉の指定管理の辞退を受けまして、平成２１年度から公募をいたします。

指定管理を公募いたしますが、その選定委員にかかる経費を温泉事務に要する経費の追加

額の報償費として、４万５，０００円計上させていただいております。

○２番（加藤信康君） 指定管理者が期間分５年の途中で辞退をしたということで直営に

戻すということですね、半年間。そのことで余分な経費がかかるということですけれども、

北浜温泉の指定管理者が指定管理を辞退した理由・原因についてお答えいただきたいと思

います。

○温泉課長（浜口善友君） 北浜温泉の指定管理者につきましては、平成１９年度ベース

で８６０万ほど経費の縮減を図ってはいるものの、利用者の増加を図るという当初の事業

計画の提案が過大であったというふうなことであろうというふうに考えております。

○２番（加藤信康君） 利用料金制をとっているということでお聞きしましたので、当初

の提案どおりにいかなかったから赤字が拡大した、これが主な原因だということですけれ

ども、こういうことは前回の一般質問でも少し指摘させていただきましたけれども、もう

早くも別府でも起こったかなというふうに思っています。全国的には倒産とか、それを理

由に逆に設置者の方が指定管理者を解除する、こういう事例が出てきているのですけれど

も、今回は指定管理者からの申し出ということですけれども、今燃料が非常に高騰してい

ますから、最初はそれが原因かなと思ったのですけれども、前回の議会でも言ったように、

燃料費については予定外の支出ということでこちらが手配をすることができるのではない

かということで、検討に値するというお答えをいただいたのですけれども、当初の提案が

原因とするならば、やはり設置者としてその指定管理者を指定したということを、少しや

はり整理・検討する必要があるのかなと思います。予定外の支出であれば何らかの手配が

できますけれども、提案どおりいかなかったからお返ししますというのでは、やはり設置

者側も少し慎重に、２年半前の話ですけれども、かなり前にさかのぼって、指定のあり方

が本当によかったのかどうかというのをやっぱり見直さなければならんと思うのです。ど

こが悪かったかなのです。

例えば、設置者が最初に公募条件を出しますね、仕様書というのですか、その公募条件

に不備があったのか、それとも選定委員が選定するのですけれども、その選定の方法が悪

かったのか、それとも、ただ単に指定管理者の努力不足なのか。ここら辺はやっぱり明ら
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かにしていかないと、赤字だからお返ししますということになると、今後も十分起こり得

るわけですね。やっぱり、ここは余分な支出を補正をしなければならんというわけですか

ら、しようがないですでは済まんというふうに思います。場合によっては責任の所在を問

われかねないのですよね。だから二度と同じことが起こらないように、前回も指摘しまし

た、全国的にそういう事例があるからこそそういうことが起こらないようにやってくださ

いよということを言ったのですけれども、すでに起こってしまった。すなわち、この指定

管理者制度がいかに完全なものではないということが本当に明らかになったのではないか

というふうに思います。

この指定管理者制度、中身を見ますと、計画どおりいかなかったから指定管理者の努力

不足だと思うかもしれないですけれども、僕は違うと思います。この制度上、行政処分と

いうこの指定ですよね。だから契約でもないですし請負でもない。自治法上の最低制限価

格制度、それから低入札価格制度、調査制度ですね、これの対象外である、だからダンピ

ングが起こるのだ。昔、コンピューターの１円入札というのがありましたけれども、中に

入ってくるために安く入ってくることってありますし、安くすることによって入りやすく

なるのは事実なのですね。だからそういうことをやっぱり、そういう危険性があるという

ことを理解した上で、この出された計画が実現性があるかどうか、これを選定の段階でじ

っくり検討しないと、今回のことはまた起こると思います。赤字の幅が大きいか小さいか

によるのです。それで今回の件は、特に温泉課が最初に算出した必要経費、予定価格、こ

れをたぶん大きく割り込んだ事例だろうと思うのです、価格が。だから特に注意すべきだ。

そういう意味からすると、今回指定解除をやっぱり設置者の段階で、設置者の段階という

よりも設置者が、指定した側の責任だというふうに僕は思います。

それで、今回指定管理者から指定の解除を求められましたけれども、この解除をする判

断の基準というのがあるのですか。ここら辺をお聞きしたいのですけれども。

○温泉課長（浜口善友君） お答えをいたします。

市から指定の取り消しをするというふうなことにつきましては、地方自治法あるいは指

定管理者の手続き条例、指定の手続き条例なりで一定の判断基準というのは示されており

ますが、指定管理者の方から辞退の申し出があった場合の判断基準というのは、具体的に

はございません。

今回のように、辞退の申し出を受けまして指定を取り消す場合には、実際に業務の内容、

業務の中身の清算、あるいは継続の可否について総合的に判断をしなければならない部分

であろうというふうに考えております。

○２番（加藤信康君） やっぱり、一考する部分があるなというふうに思います。さっき

言いましたように、やっぱり赤字の幅が大きかったら辞退できますよ。でも、では小さか

ったらいいのかということですね。小さくても、もうからんからお返ししますということ

もあり得るわけですよ。そういう意味からすると、前回も指摘しましたように、やっぱり

最初のルールづくりですね。立入検査なりモニタリングなり、報告書についてもやっぱり

中の方をじっくり、ただ出させるだけではなくて吟味をするということが必要ではないか

なというふうに思います。今後も本当にあり得るということですね、ずっと５年に１回、

または３年に１回続くわけですから。

最初の債務負担行為のあり方も、僕は問題があると思うのですね。提案者が出してきた

額ぎりぎりで債務負担行為を打ちますから、今回みたいに赤字が続くと、枠を越して支出

をするということはできないわけですね。ほかの市町村または自治体の事例を見ると、あ

る程度予定価格に近い、幅を持って、遊びの部分を持っているところもあるみたいです。

むしろそれも一考かなと思いますし、それも前回言ったようにインセンティブを高める一

つ。要は、どうにもいかなくなったときに、まだ交渉の余地がありますよという部分をつ
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くることができるわけですね。そういう考え方もあるということで、ぜひ次の段階で検討

をいただきたいな。

言ったように指定管理者制度、今回のことで結局予定以外の仕事がふえるわけですよ。

指定管理者制度を入れた段階で、温泉課の職員は減っているはずなのです。ところが、こ

ういう余分な仕事をまた、ことしの、公募するという予定らしいですから、そして直営で

半年間はやらなければ悪いわけです。そこに、減員された職員でまたやっていけ。そうい

う予測できないことも起こり得るという意味からすると、本当、この制度というのはやっ

ぱり不安定な制度だということを頭に入れてやっていただきたいなというふうに思います。

それから、仕事はやっぱり減りませんね、さっき言ったように。モニタリング、立入検

査、特に赤字が微々たるところでも続いているところがあれば、やっぱり、しょっちゅう

その指定管理者との話し合い、協議を続けていかないと、いつこういうことになるかわか

らないということを肝に銘じてやっていただきたいと思います。

それから、今ちょうど５年の期間の半分を終わったところで切りかえるということです

けれども、２１年に向けて公募するという予定ですけれども、その後、これ５年間また公

募で出すのですかね。

○温泉課長（浜口善友君） お答えをいたします。

ただいまの予定とすれば、新年度から、２１年度から５年間というふうなことで考えて

おります。

○２番（加藤信康君） 直営で半年間やって、その半年間で、今回９月議会ですから、実

はこの９月議会に提案をすれば、次の指定管理者が提案できればいいのですけれども、向

こうも辛抱して待ってくれた。９月いっぱいはやってくれるみたいですから、何とか予算

の空白がなくて進むことができるのですね。途中でぽっとやられたら、例えば予算もつか

ない、直営もできない。指定管理者が手を上げたとなると、もう休館するしかないのです

よね。ほかの自治体で、そういうことが起こっています。そういう制度だということなん

ですよね。そうなると、僕はやっぱりさっきも言ったモニタリングが大事だと思いますけ

れども、今回は半年間直営でやって２１年から公募するという段階で、今回予算を、補正

を上げました。１，０００万円以上の新たな支出が出ました。これは任意指定をするとい

う方向はなかったのですかね。例えば方法は幾らでもあるのです。三つですね。直営か、

例えば前回公募してきたところの２番目のところと任意指定をするか。任意指定だったら

そんなに時間はかかりません、この９月議会で出せるのではないかなと思います。残り２

年半とか、半年というのでは受けんかもしれません、それは話し合いの余地はあるだろう

と思う。それと、公募する。また温泉課としては、温泉をいっぱい持っておって、２年半

前に期間を区切って、５年後に区切ってその固まりでやっていける予定が、１個だけ途中

入ってくるのですよ、余分に。そして５年間またやるとなったら、また５年後に１個だけ

余分な仕事が出てくるわけですよ。何かむだだな。僕は１，０００万の１回の予算がむだ

だなと。そうすれば、選択肢として任意指定をすることもあったのではないかな。その検

討をされたかどうか、ちょっとお聞きしたいのです。

○温泉課長（浜口善友君） お答えいたします。

当初の選定、当初指定管理者制度を導入するに当たっての選定の結果でございますが、

次点の候補者につきましては、当然のごとく検討材料には上りました。ただ温泉施設につ

きましては、制度を導入するに当たって、市が作成いたしました運用指針がございますが、

この中には公募するというふうな方針が決まっております。６カ月がいいのか２年６カ月

がいいのかというふうな期間の問題もあろうかと思いますが、我々は残り６カ月というふ

うなイメージでおりますが、非常に短期間であるというふうなことで、そういったことを

考慮いたしまして今回の直営というふうな提案をさせていただいたところでございます。
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○２番（加藤信康君） 僕の思いですけれども、あえて金のかかる、仕事もたくさんやら

なければ悪い方法を選んだというのは、残念でなりません。僕は、もっとやり方はあるの

ではないかなというふうに思います。そういう意味ではどうなのでしょうね、もう少し温

泉課、そして当然、政策推進課もかかわっていただいているとは思うのですけれども、そ

の連携をもう少し密にして、こういう事例が二度と起こらんように本当にしていただきた

いです。必ず起こり得ます。倒産だってあるかもしれない。そういう業者を、事前にやっ

ぱり調査しなければいかんと思うのですよ。それで、民間企業である以上倒産とか今回の

ような指定返上とか、いわば経理状況が途中で悪くなったりとかいうことが考えられるの

ですけれども、この提案時の経営状態とかを把握する必要性等、そういうことを把握する

手段を前回のときにちゃんとやっていますかね、今後もやるつもりなのでしょうか。

○温泉課長（浜口善友君） お答えをいたします。

応募する法人等につきましては、その経営状況を把握するために申請の段階で申請書類

のうちに貸借対照表、収支の決算書など法人等の経営状況を明らかにする書類を提出いた

しますし、事業の計画書、事業の報告書というふうなものを提出することを、募集要綱の

中で義務づけております。さらに指定選定委員会、選定委員会の中では会計を専門に見て

いただくメンバー構成にもしておりますので、そういったことで一定の財務状況の把握に

努めているところでございますが、しかし今回のように事業計画については過大であった

というふうなことで、実現可能な事業計画であり数字の補足なりというふうなことが不十

分であったというふうなことは反省点でもございます。今後、実質審査の段階で、選定委

員会の中で行う実質審査の中で、今後そういったことのないように努めてまいりたいとい

うふうに考えております。

○２番（加藤信康君） 当然そうですけれども、さっき言った予算のあり方も検討いただ

きたいのと、こんなことがあると、本当、次に選定委員を、これは責任とれん。さっき言

いましたように、責任を問われる可能性だってあるわけですよ。だから、安ければいいと

いうものではない。そして、確かに提案してくる計画案も実効性があるかどうかもやらな

ければいけない市の仕事は多いなと思います。前回も言ったように、モニタリング、立入

検査、こういうことがあったからこそ、逆に言えばそこだけの話とせずに、今すでに指定

をしている他のところについても、やっぱり日常的な協議に入っていただきたいなという

ふうに思います。

そういうことを強くお願いして、終わりたいと思います。

○１４番（平野文活君） 私は、議第７０号の水道の決算及び補正予算のコスモピア関連

予算の二つについて、質疑をさせていただきます。

まず、水道の決算からお伺いをいたします。

平成１９年度の純利益及び減価償却費及び資産減耗費、この合計は幾らでしょうか。つ

まり、この合計が翌年度の建設改良事業の財源となっているわけですから、これがどれく

らいか、まず説明してください。

○水道局管理課長（三枝清秀君） 平成１９年度の純利益、減価償却費、資産減耗費の合

計額は１１億６，５７３万２，３９５円となっております。

○１４番（平野文活君） １９年度の建設改良事業費及び企業債、これは幾らでしょうか。

また、いわゆる借金払い、これは幾らでしょうか。

○水道局管理課長（三枝清秀君） お答えいたします。

建設改良に係る企業債の償還残金につきましては５億９，４７８万４７６円、それに係

る支払い利息といたしまして２億１６３万９，２２２円となっております。

○１４番（平野文活君） ちょっと質問と違ったのですけれどもね。１９年度の建設改良

事業費は、約１０億円支出をしておりますね。そのほかに、約６億円の借金払いをしてお
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ります。これだけのお金を支出したのだけれども、その年の１９年度の企業債は１億１，

０００万円で済んでいる。ということは、先ほど言いました水道料、水を売って市民から

集めた水道料金、その利益が財源になるわけですが、減価償却費、その他入れた財源１１

億あった。それだけの財源があるから、わずか１億ぐらいな借金で１０億の事業をやり、

さらには借金払いまでできている。これが１９年度の水道事業の、大ざっぱに言った内容

ですね。

平成９年の大幅値上げ、４割値上げをされた。その後に私は議員になりましたので、そ

ういう値上げの必要があったのかということをその当時から決算書の分析をしてまいりま

した。その結論としては、あんなに値上げする必要はなかった。極めて安易な値上げだと

いうことを私なりに考えております。したがって、その後、毎年９月の決算が出される議

会では、別府市の水道会計がどういうものなのかということを詳しく分析をしていこう、

二度とそういう安易な値上げは許さないという立場から検討してまいりました。

そこで、建設事業費１０億円ということなのですが、これはちょっと多過ぎるのではな

いかと思うのですね。事業計画についてやっぱり厳選をして、むだな経費は、事業はしな

い。以前の質問で、村田さんが管理課長のときでしたか、「７億円前後で十分やっていけ

る」という答弁があるのですよ。しかし、このところずっと１０億近い事業をやっている

という問題がある。それから、いわゆる経営効率の改善が必要だということも言ってまい

りましたが、それに対する答弁は、「労働生産性は類似団体並みに改善したい」という答

弁でありましたが、これは初日の監査委員の説明もありましたように、わずかながらでは

ありますが改善をされてきた。例えば、職員１人当たりの給水量が、平成８年度１７万７，

０００トンだったのが、１９年度の資料では２０万６，０００トンにまでふえていますか

ら、若干の改善があるわけですが、しかし類似団体並みというと、類似団体は３５万５，

０００トン、職員１人当たりでそれだけの水をつくっておる。そこから見ると、まだまだ

大きな開きがあります。しかしながら、少しずつの改善はされてきた。

最大の問題点は、私は財源対策の見直しを毎年提案してまいりましたが、この点での検

討は極めて不十分だというふうに思います。その財源対策の見直しの最大の提案は、総務

省が出している繰り出し基準、これをもっと活用すべきだということを提案してまいりま

した。災害はいつ起こるかわからない。しかし、そういう災害に対する備えに対していろ

んなお金が要る。しかし、そういうものをすべて料金に転嫁していいかというと、そうで

はないということから、さまざまな安全対策事業費など、料金に転嫁することが適切でな

い費用については一般会計から繰り入れできる。そして繰り入れすれば、その費用の一部

は地方交付税で見る、こういうのがいわゆる総務省の繰り出し基準ですね。これが、この

１９年度の決算でどの程度活用されているのか、説明していただきたいと思います。

○水道局管理課長（三枝清秀君） お答えいたします。

平成１９年度の市よりの繰り出しにつきましては、消火栓関連が１，１６０万５，００

０円、児童手当関連が２８２万４，０００円となっております。

○１４番（平野文活君） つまり、いわゆる一番大きくたくさんお金のかかる建設改良事

業、１９年度でいうと約１０億使ったわけですが、その中の安全対策、災害対策、こうい

う費用についても繰り出し基準は認めているのですけれども、これについては活用してな

いということなのですね。

基幹施設耐震補強事業というのがありますが、これはどういう事業で、幾らお金を使い

ましたか。

○水道局工務課長（稗田雅範君） お答えいたします。

大石原ポンプ場耐震補強建築工事をいたしました。本ポンプ場は、全国共済農業組合連

合会によって昭和５８年に築造され、平成２年に水道局に寄附を受けた施設でありますが、

－１７－



老朽化による耐震強度も十分でないため、既存ポンプ室の耐震補強及び水槽内清掃を行う

ため、着水井、沈砂池の二槽式への改良などを行いました。また、外部に設置されていま

す高圧受電設備を収納する電気室を新築工事いたしました。費用につきましては４，０９

３万５，３００円となっております。

○１４番（平野文活君） このポンプ場のことだけではありませんけれども、別府市には

古い施設が多いですね。大正時代のやつがまだ残っておるというのもありますしね、戦災

を受けていないというようなことから。そこで経営審議会というのが水道局の中に設置さ

れて、答申をされたでしょう。その答申の中には、労働生産性をもっと高めなさいという

ようなことも言われておりましたけれども、同時にこういうことも書いておったわけです

よ。「いわゆる古い施設が多い。その更新費用の全額を現在の市民が負担するということ

については検討を要する」というようなことも書かれていた。ですから、そういう更新事

業、耐震補強事業、こういったものについてやはり全部市民の負担、市民の水道料金に転

嫁するというのではなくて、やっぱり一般会計が見るべきものは見るということを私は検

討していかなければならないというふうに思います。そういう努力なしに再度、もう資金

が枯渇しましたから値上げしますということは許されないと私は考えています。

そこで、最後にお伺いしますけれども、いわゆる皆さん方がつくった中期計画というの

があるのですね、１６年から２４年までですか。これに収益の減収が続くならば値上げを

考えざるを得ない。５％の値上げから最大１８．３％の値上げを平成２４年までにという

パターンが書かれてあるのですが、現時点でのこの値上げについての考え方はどう考えて

いますか。

○水道局参事（加藤隆久君） お答えをさせていただきます。

水道料金の値上げにつきましては、毎年減収傾向にありまして、今後水道事業を取り巻

く経営環境が厳しくなることは予想されております。しかし、水道局としては、現時点に

おきましては、水道料金の値上げについては考えておりません。今後も経営改善に努め、

市民に負担増を強いることのないよう、できる限り現行の料金水準を継続していきたいと

いうふうに考えております。

○１４番（平野文活君） 今の参事の答弁は、非常に評価できるというふうに思います。

しかしながら、いよいよその資金が枯渇したときには、当然値上げということを考えざる

を得ない事態になりかねない。しかし、そのときに考えなければならないのは、ただ労働

生産性の向上でもって、いわゆる合理化でもってそれを値上げしないように抑えていくと

いうだけでは限界がある。やっぱり古い施設が多いだけに、必要な工事費もかかる。そう

なると、やはり他会計からの繰り入れということも当然検討しなければならない。そうい

うことができるということを、国もそういう基準を毎年見直ししながら示しているわけで

すから、そういう事態になる前に、この繰り入れ基準の活用についてもぜひ実践的に検討

していただきたいということを申し上げまして、次に移りたいと思います。

コスモピアの問題です。先ほど堀本議員から、堀本議員より上の番号の議員さんが、平

成１０年の議会を体験したという詳しいお話がありました。私は体験してない議員であり

ますけれども、そして非常に立派なスキームができたのだというようなことも言われまし

た。しかし、私はそのスキーム自体が、やっぱり極めて問題があったというふうに思いま

す。今回の予算案の中で７億９，０００万円、つまりこれは市有地の１０年分の賃貸収入

ですね。これを返還するという予算が出ておりますね。そして土地の売買価格との差し引

きで約４億の返還相殺金額になるのだということを言っておりますが、なぜこのお金をト

キハに返さなければならないのでしょうか。改めて、説明をお願いします。

○商工課長（永井正之君） お答えをいたします。

先ほど、１９番議員さんからも御質問がございました。この返さなければならない理由
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でございますが、財団法人別府商業観光開発公社、専門店棟施設等譲渡等契約書に基づい

てお返しをしなければならないものというふうに理解をしております。

○１４番（平野文活君） 具体的にどういう契約に基づいてですか。

○商工課長（永井正之君） お答えをいたします。

契約第６条でございます。１０年間の期間が満了したときは、専門店棟施設等施設敷地

を時価評価額、更地評価額から借地権評価額を控除した額でトキハに売り渡す土地の譲渡

契約がございます。この場合において１０年間の賃料、これは専門店棟施設敷地の譲渡代

金一部に充当するというふうに規定されてございます。この点につきましては、私ども、

顧問弁護士等専門家との協議も重ねまして、決して積極的にお返しをしたいというわけで

はございません。何とか返さないでいい方向もないのかということで十分協議をさせても

らいましたけれども、やはりこの契約自体が、一たんお返しをし、そして土地代金で精算

をするという契約でございますので、どうしても予算上このような計上となったものでご

ざいます。

○１４番（平野文活君） 毎年７，９００万がトキハから入る。これは地代であると同時

に、１０年後の譲渡代金の一部に充当するという契約があるから返さなければならんとい

うことですね。ということは、逆に言ったら１０年間はただで貸します この土地を

ということになりはしませんか。それはどうでしょうか。

○商工課長（永井正之君） お答えをさせていただきます。

全員協議会の中でも、御説明をさせていただきました。この賃料には三つの要素がござ

います。一つには、正規の賃料としての扱い方、それから期限が終了し、要するに賃貸借

１０年間が終了した時点でその相当額が土地の代金に、譲渡代金にうち変わる。それから

もう一つの面は、１４億を公社が金融機関から借り入れてございますけれども、その１０

年間の支払い財源にいったということでございます。こういうことから判断しますと、決

して１０年間無償でお貸しした 結果的にはそういうふうに見られる部分もございます

けれども、賃貸借の期間が終了した時点でこの相当額が土地代金に充当されるという規定

でございますので、決して１０年間ただで貸したというふうには、私どもは考えてござい

ません。

○１４番（平野文活君） いや、ですから、地代は地代。私の主張は地代は地代だ、譲渡

代金は譲渡代金だ、これは別個のものだ。これは市民の常識だと思うのですね。ところが

契約書では、地代であると同時に譲渡代金の一部だ、こう規定しているわけでしょう。と

いうことは、譲渡代金の一部ということになると１０年間はただで貸すと同じことではな

いですか。

したがって、私はそういう契約書自身がおかしいと言ってきたのですよ。だからそれが

有効というのであれば、私は本来ならただで貸す １０年間 という当時の議会の議

決が必要だったのではないかと思うのですが、それはいかがですか。

○商工課長（永井正之君） お答えをいたします。

当時の議事録等を読みますと、当然その１０年間無償で貸すということの議決はとって

ございません。それは、１０年間は正規の対価として賃借料をいただくという契約に基づ

いてございますので、当時はその必要はなかったと判断されたものと私どもは理解をして

おります。

○１４番（平野文活君） いや、ですから、もう堂々めぐりなのですよ。ただで貸してな

い、これは地代ですということで１０年間もらった。それならそれは地代なのだ。譲渡代

金の一部ということはおかしいのではないか。それはもう契約書がおかしいということに

なる。それでは契約書が正しい、これは法的に有効なのだとなれば、１０年たって、それ

が譲渡代金の一部になるのであれば、地代としてはただだったということになるではない
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ですか。どっちかの解釈をとらなければならんのですよ。

さらに、先ほども質問がありましたが、覚書が出てきた。借地権割合というのがあるの

だと。私も専門家にも聞きました。６対４と、そういうのが妥当だというのはありました。

妥当であるならば、なぜ隠さなければならんかということなのですよ。私はそういうこと

を知らない時点であなたにも、課長にも質問しました。「もし１０億であの土地が売れた

とするならば、７億９，０００万もらっておるわけだから、その差し引きの２億幾らかの

お金が入るのですね」、こう質問したら、「そのとおりでございます」と、あなたは答弁

したですね。つまり、それは６対４で、１０億の土地であろうと４割の価値しかないです

よということが言えないから、そういう答弁になったのだろう。その覚書が隠されておっ

たのですね。現在の、我々に隠されていただけではないのですよ。１０年のそういう契約

を結んだ、債務負担行為を１４億もした、そういう重大な議決をした１０年の議会の時点

で隠されておった、そういうことが。そんな重要な情報が隠された議決が有効なのかと、

私は思います。どうでしょうか。

○ＯＮＳＥＮツーリズム部長（阿南俊晴君） お答えをいたします。

当時私どもも、職員というのは、これは当然異動がございますし、引き継ぎもいたして

おります。私どもも異動した後にこの話を伺いました。この平成１０年当時、もう議員さ

んも御承知と思いますが、６６億７，０００万という、この負債の処理をしなければなら

ない。このような中で別府市といたしましても、２１億６，０００万の損失補償をした。

そのうち１４億を１０年間の延べ払い。この当時、平成５年は、これは公示価格でござい

ますが、平米単価が１２５万円、それからまた平成１０年の契約当時が平米単価６７万５，

０００円、こういう額でございました。１０年先にこれだけ地価が下落するかどうかとい

う部分は、これは恐らく議員の皆さんを含めて想定外のことではなかったのだろうかとい

うふうに思っております。この当時、契約当時には恐らくこの６７万５，０００円が下げ

どまりになる、こういうことになりますと、当時公表、議会の方に説明をされていなかっ

た借地権割合につきましても、これは４割見ても１８億近い金額、譲渡額になる。この中

で処理ができるものというふうに私どもは考えていたのではないかなと、今、会議録等を

見る中で思っております。

議員さんが言われますように、決して市の方もこれを隠して内密にしていたという部分

ではございませんで、わかった段階で議会から御指摘があった点について、昨年の９月議

会でその割合がわかりましたので御答弁をさせていただいたということでございます。

○１４番（平野文活君） 先ほど来、石川前助役の名前も出ていますけれども、石川さん

自身がこの処理をした。その覚書も、石川さん自身が結んだのですよ。当時の市長は当然

知っておったと思います。しかし、議会には涙ながらに報告したというけれども、そうい

うものは報告しなかった。これは隠したのですよ。担当の職員の皆さんでさえ人事異動が

あるとわからなくなったというような、そんなものでしょう。そういう諸取り引きで契約

書をつくって、いろんな重大な情報が隠されたまま契約書をした。それは無効だ、そうい

うことは。そういう裁判事例は、たくさんあるのではないですか。ですから、私は今度の

１０年の契約それ自身に非常に疑問を持っております。

時間もありますので、今回の清算金１４億近いお金を投入する、市民の税金をね。これ

までトータルでどれくらいの税金投入をしてきたのですかね。もう一回答えてください。

○商工課長（永井正之君） お答えをいたします。

まず、平成５年に底地の買い戻しをしています、２２億６，０００万円。それから平成

１０年に一時金として７億６，０００万を損失補償でお支払いをしてございます。その後

７億９，０００万円、これは財源はトキハからの分でございますけれども、そういうもの

を借入金の返済に一般会計の方から出してございます。
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○１４番（平野文活君） それに今回の約１４億を加えると、約５０億ですよ。この５０

億の市民の血税を投入しなければならなかった、この失政の責任はだれがとるのですかと、

私は前の議会でも問いましたが、何の答えもありませんでした。今回、いよいよ最終的な

清算をするということでありますが、市長の提案理由の説明の中では何らかの総括的な発

言があるのかという期待を私はしたのですけれども、商工費ではこれこれの予算を計上し

ておりますというふうに極めて事務的に言われただけでありました。私は、こうした市民

に多大な損害を与えたという重大な認識を持って市民に対して詳しい説明責任を果たさな

ければならないというふうに思いますが、最後にお聞きしますけれども、平成１０年のと

きには詳しく市報で３ページにわたって書いてあります、この経過を。今回、そういう市

民に対して説明責任を果たすというつもりはありますか、市報などで。

○ＯＮＳＥＮツーリズム部長（阿南俊晴君） お答えをいたします。

先ほど申し上げましたが、平成１０年当時、この債務を処理をするという部分において

破産という、これだけは絶対回避しなければならないのだ、要するに４７のテナントが入

って、そういう中で「苦渋の選択をした」という議事録がございますし、私どももそのよ

うに認識をしております。

今回の処理につきましては、市報等で市民に説明するかということでございますが、こ

れはあくまでも私ども、契約に沿って契約の履行ということで考えておりますので、その

ように御理解をいただきたいと思っております。

○１４番（平野文活君） コスモピアという事業は、行政主導でやられてきた事業ではな

いですか。それが破綻をして、結果的には５０億の税金を投入しなければならないような

形で、そういう結末で終わるわけですよ。それについて、ただ契約でありますからといっ

て何の説明もしないというわけにはいかんではないですか。私は、次の市報などで詳しく

この経過について、あるいは市としての総括について市民に報告するように求めて、質問

を終わります。

○２６番（泉 武弘君） 市長、夏休みになりますと、「子ども電話相談室」というのが

あるのです。僕は、これ大変楽しく聞かせていただいているのですけれども、私が子ども

だったら次のようなことをお伺いしたいなと実は思っているのです。「中心市街地活性化

というのをやっていますけれども、お客さんはどこから来るのですか」、こう実は私はお

尋ねしたい。

先ほど中心市街地活性化協議会に対する補助金について商工課長から説明がありました

から、それについては重複を避けますが、現下の中心商店街と中心商店街以外の統計を見

てみますと、ちょっと先ほど７番議員が言われたのとは実数が違ってくるのですね。平成

１１年と１６年の対比をしていますけれども、中心市街地の店舗数が、１１年、１６年対

比で１９２から１６０とマイナス３２店舗です。中心商店街以外の店舗数が、同年対比で

２５９店舗から２２４店舗と３４店舗減少しています。このことから言えることは、中心

商店街も中心商店街以外も、別府市は景気が悪い、店舗数が減少しているというふうに統

計からは判断できると思いますが、商工課長、どうでしょうか。

○商工課長（永井正之君） お答えをいたします。

今、手元にちょっと資料がないものですから、何とも数字的なものは確認がとれていま

せんけれども、私どもの資料としてお渡しした分で今御説明を受けたものと思いますので、

明らかに店舗数は減っております。これはもう現実でございます。売り上げも落ちてござ

います。もうそれも現実でございます。

○２６番（泉 武弘君） そこで、中心商街地と中心商街地外の今度は販売額を見ていき

ますと、中心市街地では、１１年と１６年対比で２４億３，９９９万円のマイナスです。

中心市街地外では、１４億８，７８６万円の販売額が減少しています。決して、この中心

－２１－



市街地以外が元気があるという実際の販売額ではないのですね。この中で見ていきますと、

健闘しているなと思えるのが、議長が住んでおります大学通り。これは大変健闘している

のですね、もう意外なことです。それから隣に座っております内田議員がいます亀川商店

街、ここもまあまあ健闘しております。それから海門寺通りもまあまあ健闘しております。

あとは、もう大幅に販売額が減少しているのですね。

そこで、「もしもし何でも電話相談室」でお尋ねしますが、中心市街地の活性化事業が

スタートしていますが、どこから客を呼ぶのですか。

○商工課長（永井正之君） ターゲットは、二つあろうかと思っております。まず観光客

の増、そして市民の増という２点から、計画を進めさせていただいてございます。

○２６番（泉 武弘君） 根拠のない推計ですが、鳴り物入りで誘致しましたイズミゆめ

タウン。現在の売上高と当初の予想販売額との間では、３割程度の開きがあるのではない

か。そうなりますと、最終的に予想販売額１２０億、来店者数８００万人というものは、

大幅に下回るのではないかということがほぼ確実視されています。この中で観光客１６０

万人という見方をしましたね。今、中心市街地活性化事業の中で市民の中心市街地にお見

えになる方と観光客というふうに言われましたけれども、それは本当に実現できるのです

か。吸引力を持つというイズミ誘致でさえ、実際は私が今申し上げたとおりだと思うので

すね。

これは確たる確証はありません。７カ月の統計は持っていますけれども、その後につい

て持っていませんから、確たることは申し上げられませんが、市長、あなたが住んでおら

れる鉄輪の商店街ですね、鉄輪商工会、ここも健闘している。今、商工課長が言われまし

たけれども、別府市民を中心商店街に吸引するということになりますと、ほかの商店街の

消費者・客が流れるということになる。そうしますと、今でさえ販売額が落ちている中心

市街地外の商店街の対応というのはどうするのですか。それは市長としては、どういうふ

うに具体的にお考えになっているのですか。市長が答弁してくれませんか。

○商工課長（永井正之君） お答えをさせていただきます。

大変悩ましい問題でございます。現在、国それから県それぞれが経済動向を出してござ

います。大変厳しい見方をしています。また民間のリサーチ関係も同じように、景気が少

し低迷するのではないかというふうに言われてございます。

そこで、現在、当初予算でもいただきましたけれども、商工会議所と一緒に景気動向調

査、景況調査を今進めてございます。約２，５００社を対象に今調査中でございまして、

この集計が９月いっぱいにはできるものと思っておりますが、これを一つの契機として、

先ほど議員さんがおっしゃった郊外の商店街の対策、こういうものも現況を十分私どもは

理解しながら各商店街、各通り会と十二分に協議を進めて何か手を打ちたいな、打たなけ

ればならないなという時期に来ているのではないかな、そういうふうには理解をいたして

おります。

○２６番（泉 武弘君） 市長、覚えておられると思いますけれども、平松知事の時代に

リゾート法案というのができましたね。リゾートを推進するためにゴルフ場をつくったり、

いろいろな観光施設をつくったりしますね。それで別府市議会でも大変な議論がありまし

た。それで最終的に１票差ということで観光施設の進出を、今のＡＰＵのところに出てく

ることを阻止しましたね。結果は、私の記憶に間違いなければ、あの会社は倒産しました

けれども、あのリゾート法案とよく似ているなと思うのですね、中心市街地活性化法とい

うのは。

市長、国道１０号をごらんになるとわかるように、量販店が林立しているのですよ。今

一番売上高が多いのが、恐らくこの通りだろうと思う。それから今度、やまなみハイウェ

イを中心とした通りですね、これが多いのです。それで、市長が住んでおられる鉄輪の近
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くに鉄輪のマルショクがありますね。ここの景気がいいというのは、もう市長が朝な夕な

に見るわけですね。もう駐車場が足りない。そういうところに張りついた消費客を中心商

店街に呼び戻そう。それで、今の商工課長の答弁は、その呼び戻そうというものを阻止し

ようというために今アンケート調査をして、今後商店街とも協議して財政支出をやりたい

という。これは、だれが考えても矛盾していると思うのですよ。それは往時のにぎわいを

取り戻すために、中心商店街が昭和３８年ごろですか、ステッカーを持って修学旅行生が

歩く姿を取り戻したいという思いはありますけれども、当時と現実が絶対的に違うのは、

市街地に量販店が張りついてしまった。それで、今まさに天寿の杜の前に２４時間ストア

が、もう地元の説明会を終わっていよいよ着工というような段階のようです。そういうふ

うに張りついたものを中心商店街に戻すということは、いかに難しいかな。「請うご期

待」ですが、そういう相矛盾する行為をやっているということだけ、きょうは指摘してお

きます。

このことをなぜ指摘したかといいますと、１２月ではちょうどイズミ進出で１年の統計

が出てきますから、この総括をやらなければいけません。そのときに、じっくりこの問題

を議論させてもらいたいと思います。

さて、南小跡地の問題についても、先ほど企画部長から予算案関連の説明がありました。

そこで気になることがあるのですね。総務文教委員会の調査会に出しました旧南小学校跡

地活用計画案についての１４ページ。ここに、「既存公共施設の整備計画、南部振興開発

ビルに教育委員会を移転整備し、南部地区の活性化を図る。教育委員会には総合教育セン

ターを移転し整備を図る。市営松原住宅１階部分に南部出張所、地域交流センター（仮

称）として活用整備を図る。南部児童館に男女共同参画センターの整備を図る。旧南小学

校・幼稚園跡地活用計画で市立図書館と多世代が交流できる多目的ホール（複合施設）、

児童館・子育て支援センター、放課後児童クラブの整備による子育て環境を整備する」。

ここでお尋ねします、教育委員会に。教育委員会にかかる分は企画部から協議があり、

これは教育委員会内部で結論が出たものがここに計画として発表されたのかどうか、御答

弁ください。

○教育委員会次長（安波照夫君） お答えいたします。

企画部の方でつくっております計画書については、当然私たちの方にも協議を受けてお

ります。教育委員会の内部では担当の部課長も含めて理解をしているという状況ではあり

ます。

○２６番（泉 武弘君） わかりました。では、具体的にお尋ねしますね。教育委員会を

移転整備するということになりますと、教育委員会の会議の議決を経なければいけないの

ですね。これは、いつごろこの会議が開かれて結論を出したのですか。御答弁ください。

○教育委員会次長（安波照夫君） あくまでも今の案は、当然企画部等と私どもと行政の

案でありますので、これが本格的にその場所に具体的に一つ一つのものがいいか悪いかと

いうのは、今からの問題だというふうに思います。その辺も含めてＰＦＩ事業の効率化、

その辺の議論が今から始まるというふうに思っています。前段の概要の部分だろうという

ふうに、教育委員会は認識しております。

○２６番（泉 武弘君） 教育次長ね、教育委員会としては具体的にこの問題は協議し結

論を得てないのです。そのように答弁した方が、話が前に進むのですね。これは教育委員

会としては、「え、そんな計画があったのかい」ということでしたね、今、平口で言うと。

私は、やっぱり教育委員会を移転し南部の活性化を図るという暴論にも等しいこの計画、

教育委員会を南部に移して活性化するのかなという気がしてならないのですよ。

企画部長ね、企画部長、こっちを見てください。ＰＦＩでやるのであれば、行政として

どういうものを南小跡地の中につくることが地域の活性化につながるかという内部協議を
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十分詰めた上で民間活力を導入しなければいかん。しかもそのときに財源の裏打ちね。こ

れは財源論議は一般質問でしますけれども、この行き詰まった中で民間活力といいながら、

民間が施設整備しますと、それは借上料が要るわけでしょう。そこらを十分整理した上で

この問題は前に行かなければいけないのではないですか。

この中で笑ったのは、市営松原住宅１階部分に南部出張所を移すのでしょう。ではない

のですか。部長、移すのですか。はい、それでは答弁してください。

○企画部長（亀山 勇君） お答えをいたします。

旧南小学校跡地の活用の考え方でございますけれども、これは統合が平成１６年４月に

スタートいたしました。その後、平成１７年６月に方針等が決定して、そして後、南部地

区、いわゆる浜脇地区と南地区の地元住民の代表者から成る約２１名の委員会の中で私ど

もが跡地活用についての協議を進めてまいったところでございます。その中でやはり地元

住民からすれば過去の歴史そして文化、それらを踏まえる中でやはりこの旧南小学校跡地

は南部地区に残された唯一の財産であるといった強い思い、そしてその中で最終的に判断

したのが、今回の計画案でございます。そして今、松原の市営住宅、これにつきましても

先ほども説明させていただきましたように、既存の公共施設といったものにつきましては、

サザンクロスの部分とそれから赤レンガ部分、そして松原の市営住宅の１階部分がいまだ

に供用開始されてないといった部分の中での考えでございます。

○議長（山本一成君） 休憩いたします。

午後０時００分 休憩

午後１時００分 再開

○議長（山本一成君） 再開いたします。

○２６番（泉 武弘君） 質疑がかみ合っていません。私が企画部長にお尋ねしたのは、

南部出張所を松原住宅１階に移すのですかということをお聞きした。そのことがまだ御答

弁ないようですから、移すのか移さないのか、御答弁ください。

○企画部長（亀山 勇君） お答えいたします。

今回の基本的な考え方につきましては、既存の公共施設、それと南小学校跡地と一体的

に活用整備を図るといった考えの中で、松原市営住宅の１階部分については、今日までテ

ナントの募集等がございませんでした。その中で私どもも南部出張所を松原住宅の１階部

分に移転をして整備を図るといった考えでございます。

○２６番（泉 武弘君） 中心市街地活性化事業の中で、７番議員の質問に、私はやゆす

るかのような取り上げ方をしましたけれども、私の早とちりで、大変７番議員に申しわけ

なかった。私の履歴書の「短所」の中に「早とちり」というのがありますけれども、（笑

声）まさに６０を超えてもまた短所が出たな、心からおわびを申し上げたいと思います。

そこで教育委員会にお尋ねしますけれども、教育委員会を今移さなければいけないよう

な理由が存在するのかどうか、これを明確に御答弁いただきたい。

それから第２点目に、今議会でも大変論議を呼びます観光協会は身近に置く方が相互連

携がとれるということで、この庁舎の中に入れましたけれども、それとの矛盾は出ないの

かどうか。これを御答弁ください。

○教育委員会次長（安波照夫君） 教育委員会関係について、御答弁します。

教育委員会が南部の方に移転しなければならない理由というのは、現在は見当たってお

りません。

○２６番（泉 武弘君） 観光協会。

○ＯＮＳＥＮツーリズム部長（阿南俊晴君） お答えをいたします。

観光協会が庁舎の中に入ったという部分につきましては、移転のときに議会の方に御報

告させていただきましたが、やはりこれからの団塊の世代を含めて、これからの観光行政
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を行政と一体となってやっていく、そういうことから庁舎の中に入っていただいたという

経緯でございます。

○２６番（泉 武弘君） 法人格を持った団体を庁舎内に入れるというのは、これは議論

のあるところです。そのことがきょう問題ではないのですね。この計画で教育行政をつか

さどる部署を教育委員会の了解もなしにこの計画の俎上に上げた。ここに計画のずさんさ、

これを見るわけなのですね。やはりこういう計画というのは、よほど慎重にならねばなら

ない。南部出張所を秋葉通りから松原に移す。そうなりますと、今度は秋葉通りの衰微と

いうのにつながるのではないのですか。こういうところまで十分精査した上でこういう計

画というのは地域住民に説明した上でよく理解を得、財源の裏打ちをして出すべきだと思

うのですね。余りにもこれはずさんだということだけ指摘をして、本業の水道局の決算に

入りたいと思います。

監査委員にお尋ねをしたいのですけれども、毎年次この水道局事業の決算と決算審査意

見というものが、資料とともに議会に提出されます。それで議会冒頭に監査委員が決算内

容について要点を説明されました。

そこでお尋ねしますけれども、水道事業の決算審査意見書というのはどういう性格のも

のか、まずこれからきょうはお尋ねしたいと思います。

○監査事務局長（林 敏男君） お答えいたします。

水道事業会計の監査委員の決算審査意見書につきましては、決算書類が、法令その他一

般に公正妥当と認められる公営企業会計基準に基づいて適正に作成されているかについて、

監査委員が意見を述べたものであります。さらに、水道事業会計の決算審査におきまして

は、地方公営企業法第３０条第３項で、「決算審査に当たっては、企業運営が地方公営企

業法第３条の規定の趣旨に従ってされているか、特に意を用いなければならない」と規定

をされております。当該事業年度の企業経営が、地方公営企業法第３条の経営の基本原則、

すなわち常に経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されているか

どうかについても、監査委員が意見を表明したものと考えております。

したがいまして、ただ単に決算書類が適正に作成されているか、かつその計数の正確性

がどうかという審査のみではありませんで、当該事業年度の経営状況を分析し、その経営

成績及び財政状態についても意見を表明したものと考えております。

○２６番（泉 武弘君） 企業会計と一般行政に対する決算というのは、おのずから違う

わけですね。公営企業法３条に基づく経済性に基づいての視点から、水道事業決算という

のはされるわけです。これは今、事務局長が説明したとおりですけれども、そこでお尋ね

しますが、市長は、１９年度水道事業の決算審査意見書並びに決算資料をごらんになりま

したかどうか、御答弁ください。

○市長（浜田 博君） はい、見ております。

○２６番（泉 武弘君） すべてではなくていいのですが、決算審査意見書の総括の中で、

例年と対比して違う点があるのか、また類似した総括がされているのか、市長はどのよう

にこの意見書をごらんになったか、答弁してください。

○市長（浜田 博君） 詳細にそこまでは、まだ検討はしておりません。

○２６番（泉 武弘君） 市長ね、この決算審査意見書はぜひとも読んでいただきたいの

ですね。なぜそう言うかといいますと、水道企業の管理者を市長は選任して、現在管理を

させているわけです。当然、水道局長から現下の経営状況というのは、年間に何回か必ず

報告を受けなければいけない。それを受けてないとするならば、この決算審査意見書に頼

る以外にないのですね。

今から掘り下げて議論しますけれども、１８年度の水道事業決算審査意見書が、市長、

これなのです。ここで述べられているものと、１９年度で述べられているものの若干の違
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いがあるのですね。これは数値が改善しているということなのですね。「微増」、「微

減」という言葉を使わせてもらいますけれども、若干であるけれども、いい方向に向かっ

ている、このことは評価したいと思うのです。

そこで、数値的に見ていきますと、これを取り上げてわあわあ言うほどのことはないの

ですけれども、有収率で見ますと、１８年度対比で０．２ポイント改善されています。職

員数で見ますと、一般職員で２人が減っている。臨時職員では３人が減っている。嘱託職

員では４人減っています。１８、１９年度比較の前年度対比、１８年度対比では９人の一

般職員、臨時職員、嘱託職員が減っているというふうにこの決算審査意見書から読み取る

ことができますけれども、それでよろしいでしょうか。

○水道局管理課長（三枝清秀君） お答えいたします。

間違いありません。

○２６番（泉 武弘君） ここで平成１０年度 市長ね 職員数を見ますと、「水道

王国」言われたのですね。ここに改革の話をしますと、「改革」とはどういうものか、辞

書を見てこいというぐらい厳しい時代がありました。議場でも水道局の経営問題に言及す

るというのは、なかなか難しい時代でありました。平成１０年ですけれども、１１１名で

すね、正規職員。臨時、嘱託、非常勤を含めますと１２９名が、１９年度では正規職員が

８０名に減っている。そして臨時、非常勤を含めても９３名に減っている。本当、大変な

変化を遂げたなという気がしてならない。それは三ヶ尻議員が委員長をしておりますとき

の決算認定で認定をしないと委員会で決めたのです。そのときに経営戦略会議、経営計画

を出しなさい、それが出ない限りは決算認定をしないということをつけて、それが今日の

経営改善につながった。だから言いかえますと、これはその当時に、隣にいます内田議員

も水道局に関係しておりますけれども、内田議員もそのことに賛成していただいて、その

経営計画に基づいて今日まで来ている。まだ十分とは言いません。私からしますと、歩み

は遅いが、確実に前に進んでいるということだけは、この機会に評価したいと思うのです

ね。

しかしながら、では問題はないのかということなのですね。今、水道局として経営改善

をする中で審査意見として述べられている業務量の精査それから業務委託、定員管理、こ

れらについて今後どのようにしていこうとしているのか、御答弁を願いたいと思います。

○水道局管理課長（三枝清秀君） お答えいたします。

決算審査意見書での改善部分につきましては、先ほど議員さんが申し述べられましたが、

今後とも決算審査意見書等指摘事項を十分踏まえ、経営の健全化を進める中で、市民サー

ビスを低下させないことを原則に業務量の精査を図り、業務委託の推進また定員管理の適

正化等により効率的運営に努めてまいりたいと考えております。

○２６番（泉 武弘君） そこで一番問題になるのは、経営計画の中で嘱託、臨時等につ

いてどういう扱いされていましたかね。そして、それが今、現下の状況ではどういうふう

に改善されているのか、これを御答弁ください。

○水道局管理課長（三枝清秀君） 臨時職員、嘱託職員につきましては、１８年度と１９

年度を比較しますと、先ほど議員さんが述べられましたように、３名、４名の減というこ

とで、今後、臨時、嘱託、非常勤職員につきましても適正化に努めてまいりたいと考えて

おります。

○２６番（泉 武弘君） 企業手当ですね、企業手当については、当該年度内に方向づけ

をしたいという答弁をいただきましたね。この方向に沿って万々間違いないのかどうか、

御答弁ください。

○水道局管理課長（三枝清秀君） お答えいたします。

企業手当につきましては、法令に基づきまして、現在労使間で協議をいたしているとこ
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ろでございます。その協議と申しますのは、企業手当の廃止に向けて協議を今進めている

という状況でございます。

○２６番（泉 武弘君） そこで市長、これはよく聞いていていただきたいのですけれど

も、類似団体８９の市と別府市の比較なのですね。職員数でいきますと、８９団体のうち

にトップ７ですね、７番目に多いんです。全体、臨時職員、嘱託職員を含めますと、８９

番中３位という非常に高いところに位置しています。この決算数値、今私が申し上げてい

るのは１０万から１５万までの類団の、今、源泉を取水しているところからの数値ですけ

れども、表流水を取水しているところ１４市を調べますと、職員数では、別府市が１４市

中一番多いのです。監査委員がもう一番よく御存じですけれども、労働生産性が低いとい

うのは分母の数、いわゆる人件費、固定経費が高いのですね。これを改善しなかったら、

いつまでたっても同じ決算の意見が出てくるのですよ。

これは水道局長ね、労使交渉の難しさはありますけれども、やっぱり類団と比較して上

水から取っている１４市のトップ、ほかの類団と比べて８９市の中で３番目、これは異常

としか言いようがない。このことを指摘しておきたいのですね。

この前、我孫子というところに行ってきました。我孫子市は１３万４，４８９人、別府

市１２万５，７３１人。ここで実は非常に興味深い対決がありました。（笑声）向こうの

水道局長は元水道局労働組合委員長、我が方、質問する方は内田・元水道局労働組合委員

長。この中で向こうの所長が、「職員数について我が方は３１人です。別府市さんは８８

人ですね」と、こう言われた。その瞬間に我が先輩の顔色がさっと変わりました。それで

その次に、「なぜそれだけ職員数が少ないのですか」という質問をしましたら、「２億７，

０００万の業務委託を出しています」、こういう言い方をしました。その業務委託に伴っ

て我孫子市では人件費が２億７，０００万、別府市では７億。ここに、もう分母の大きな

違いが出たのですね。

それで、内田議員から説明を受けましたけれども、都市部の災害時の応援体制と地方都

市では違うということもわかりましたけれども、これから見ていってもやはり我孫子に比

べて、我孫子は今３３名です。これが来年は２７名になるそうです。ほかの都市でそうい

う水道事業経営をやっているところがあるのですよ、局長。

さらに、（「市民サービスが低下する……」と呼ぶ者あり）市民サービスは低下しませ

ん。（笑声）岐阜県高山市は、水道事業の水源の保存とかパトロール、維持管理、上水配

水を１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで民間委託をした。これだけで年間経費

節減がここに出ています、４，０００万です。それで職員が１３名減るそうです。

市長ね、先ほど１４番議員が、「経営が立ち行かなくなったから水道料金に転嫁するこ

とは許されないよ」、こう言われました。参事が、「水道料金の値上げは当分考えていま

せん」、こういう大変評価すべき答弁をされましたけれども、やはり水道事業というのは

一般行政と違って、公営企業法３条で効率的にいき、経済性を第一に重視しなければいか

んというのがあるのですね。

市長、どうでしょうか、今度の決算審査意見書をもう一度熟読されて、水道事業の管理

者とどういう改善をすべきかということを詰めてみる気はありませんか。御答弁ください。

○水道局長（松岡真一君） 水道局として、お答えいたします。

今、議員さんのおっしゃった私どもの経営改善につきましては、監査意見書にあるとお

りでございまして、この中でやはり人員の削減、これが非常に重要なことと思っておりま

す。これが最大の効果を発揮する経営改善になるかなというところでございますが、現在

こういう、過去の歴史もございまして……。

それともう一つ、人員削減の中で一つ大切なことがあると思うのですが、別府市におき

ましては特別な事情がございます。それは、やはり私どもが業務をしておる段階で非常に
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高低差が多くていろんな機器がたくさんついております。それでそのメンテナンスとか、

そういうものにつきましては、やはり水道局の職員が独自でやっていかなければならない

ようなものがたくさんある。これは圧力調整弁とかいろいろあるわけでございますが、そ

ういうことも含めまして、やはり安心・安全・安定に供給するにはいかにすべきかという

ことも、安全も含めまして私どもはやはり適正な職員について勘案してまいりたいという

ふうに考えて、現在頑張っておるところでございますので、よろしくお願いいたします。

○２６番（泉 武弘君） 局長、履歴書の中に「短所は早とちり」と言いましたけれども、

「長所」の中に「一たん質問したらやめない」というのがありますけれども、この前、神

戸へ私は視察に行ったのですね。熱海にも視察に行きました。神戸は六甲山を中心に海に

流れ出ておるのですね、熱海もそうなのです。今、傾斜地を言われるのだったら、六甲を

中心とする神戸から中心に落ちて海に配管をしているところ、熱海との比較はしたのです

か。別府市だけの持つ土地の特異性だけではないのです。それはあなた方が理由としてい

るだけなのです。もしそういう弁解をするのであれば、そういう急峻な土地と比較したと

きにどうなのだという根拠を示さないといけない。そういう理由は聞きたくありません。

ぜひともこの分母が少なくなって、監査委員の方から「よくやった。期待どおりの経営効

率を図っています」というような意見がつくように頑張ってください。

○１１番（猿渡久子君） 一般会計補正予算の２３ページ、障害者福祉の関係について質

問をしていきたいと思います。

まず、０２３７障害者福祉事務に要する経費の追加額、この項について説明をしてくだ

さい。

○障害福祉課長（藤野 博君） お答えをいたします。

０２３７障害者福祉事務に要する経費の追加額２３２万円の中には、二つの事業がござ

います。

一つ目は、相談支援充実強化事業１７０万円であります。この事業は、障害者自立支援

法の抜本的な見直しに向けた特別対策、緊急措置等により利用者負担金等が減免されてお

りますので、その最新のパンフレットの購入や、サービスが必要ではないかと思われる方

で障害福祉サービスを利用していない在宅障がい者等へ専門職員、これはケアマネージャ

ー資格程度の専門職員を派遣いたしまして、制度の説明等をするための臨時職員の雇用関

係費に要する経費を計上しております。

二つ目は、障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業６２万円でございます。こ

の事業は、障がい者等に対し障害者自立支援法の制度を周知し配布するためのパンフレッ

トの購入でございます。

○１１番（猿渡久子君） 大変大事な事業だと思うのですけれども、できればこういう事

業をもっと早く実施しておくべきだったのではないかなという気もします。障害者自立支

援法は、非常にわかりにくくて難しい面が多々あるので、大事な事業だと思います。特に

サービスが必要だと思われるけれども利用していない人のところに、ケアマネなりの資格

を持った方が訪問をするわけですから、その際になぜサービスが利用できていないのか、

例えば利用料が高いから利用したいけれども利用できないとかいう場合もあるのではない

かと思うのですけれども、その辺までつかめるといいかなというふうにも思います。

この障害者自立支援法は、法の附則に３年後には抜本的な見直しを行うというふうにあ

りますので、来年の３月、４月が見直しの時期に当たるわけですね。またこの制度が、中

身が変わってくるということになっていくのではないかと思うわけですけれども、やはり

これは半年分の予算だということなのですが、その後も継続的にやはりこういう事業が必

要だと思います。そして継続してやはり制度の周知をしていくしサポートもしていくとい

うことが必要かと思いますが、その点はどうでしょうか。
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○障害福祉課長（藤野 博君） お答えをいたします。

障害者自立支援法の附則に、いわゆる３年後見直し規定と言われるものがございます。

来年の３月が一応３年後でございますけれども、またそれによりまして大きな改正等が見

込まれておるわけでございます。その際には、今１１番議員さんが言われましたとおり、

障がい者等を初め関係者等に制度の徹底を図るべく努力をしたいと考えております。

○１１番（猿渡久子君） よろしくお願いします。

では、次にその下の０２４８障害者福祉関係補助金の追加額９３０万４，０００円、こ

れについても説明をしてください。

○障害福祉課長（藤野 博君） お答えをいたします。

０２４８障害者福祉関係補助金９３０万４，０００円の中には、その事項の下にありま

すように三つの事業がございます。

一つ目は、ピアサポート強化事業費補助金６５万円でございます。この事業は、障がい

者自身が地域活動や文化活動、スポーツ活動等への参加を促進する場合に必要な器具等を

購入する場合に補助するものでございます。

二つ目は、経過措置児童デイサービス個別支援事業費補助金１５０万円でございます。

この事業は、県が指定します指定児童デイサービス事業所が一定の要件を満たし、児童デ

イサービス事業に積極的に取り組む事業所に助成を行うものでございます。

最後の三つ目は、交流型デイサービスモデル事業費補助金７１５万４，０００円でござ

います。この事業につきましては、高齢者、障がい者、児童などが年齢や障がいを越えて

集える交流施設を、交流型デイサービスモデル事業として実施する法人等に整備する経費

の一部を補助し、交流を促進することで地域で暮らす人々が相互理解を深め合い、共生で

きる社会づくりの推進を図るものでございます。

補助基準額といたしましては、新築の場合が１，０７３万１，０００円、改修の場合が

６００万円で、負担区分は県・市・事業者がそれぞれ３分の１となっております。別府市

が３分の２の７１５万４，０００円を一応支出いたしますが、そのうちの３分の１の分、

半分については県より補助されます。

○１１番（猿渡久子君） 交流型デイサービスモデル事業、これを聞くと、年齢や障がい

を越えて高齢者や障がい者や子どもたちが集えるという、非常にすばらしいなと思います。

ただ実際に効果が上がるといいますか、本当にそういう年齢や障がいを越えて交流できる

ような内容にしていくためには、大変難しい面も多々あると思うのですね。障がい者、障

がい児たちが来たときに、その障がいについての知識や経験を持っている方も必要でしょ

うし、やはりそういうスタッフも大変充実したスタッフがいないと、いざふたをあけてみ

たは、混乱をするということも場合によっては考えられるのではないかというふうに思う

のですね。ですから、この予算は建物に対しての補助だということなのですけれども、今

後やはり運営に対しての助成も必要だと思います。やはりそういう県とも協議をしながら

そのフォロー体制もとっていくし、人的な配置に関してもやはり何らかの体制をとってい

かないと、なかなかモデル事業として、初めてするということなので難しい面もあるかと

思いますので、その運営に対しての助成というのもぜひ今後お願いをしておきたいと思い

ます。まずその点、どうでしょうか。

○障害福祉課長（藤野 博君） お答えをいたします。

今後の運営にも助成をすべきではないかという御質問でございます。一応この事業の先

進地が「富山型」と言われまして、富山から一応スタートした事業と聞いておりますので、

先進地等の例などを調査しながら対応してまいりたいと考えております。

○１１番（猿渡久子君） もう一つデイサービスの予算がありますけれども、児童デイサ

ービスの問題に関しては、私はこれまでも一般質問でも取り上げてきました。去年の３月
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の議会、６月の議会でも、障がいを持っている子どもさんがお兄ちゃんと一緒に留守番を

せざるを得ないという状況も紹介しながら、早く体制をしっかり整えていかないと、何か

あってからでは遅いですよということを言っています。しかし、現状はまだそういう状況

があるわけですね。聞いてみますと、そのときに紹介したこの子どもさんはダウン症の子

どもさんなのですけれども、やはりこの夏休みもお兄ちゃんと２人で留守番をしていると

いう状況にあるのですね。夏休みに１０日間だけは日中一時支援事業に行くのですけれど

も、あとはお兄ちゃんと留守番をせざるを得ないというのですね。やはり障がいを持って

いる子どもさんを持つ家庭の一番の声は、夏休み、冬休みが本当に頭が痛いとおっしゃい

ます。私がまた聞いたほかの家庭の例では、身体障がいの子どもさんで、その子どもさん

は知的な障がいは伴わないのですね。けれども、そういうデイサービスとか日中一時支援

事業というのはやはり多動、動き回って危ない、どこに行ってしまうかわからない、そう

いう子どもさん、危険を伴う子どもさんを優先する。そうすると、うちの子なんかは動か

ないから危なくないから、どうしても後回しにならざるを得ないというか、そう言われる

と、「ああ、わかりました」と遠慮せざるを得ないというか、そういう状況があったり、

知的な障がいを持っている子どもさんと同じ場に通っても、なかなかコミュニケーション

がとれないし、その子はつまんないという状況になってしまったり、そういう声も聞いて

います。また、障害者自立支援法で親の負担はすごくふえているのだけれども、預けると

ころがなくて仕事ができなくて困るのだという声も切実なのですね。ケースによっては、

障害者自立支援法が始まって５倍にも負担がふえたというふうな声も聞きます。そういう

状況の中で、やはり今後この児童デイサービス受け入れの箇所数とか人数についてもふや

してもらいたいし、充実しなければならない、そういう子どもさんが夏休み、冬休み、放

課後に過ごす箇所もさらに充実していかなければならないと思いますが、その点どうでし

ょうか。

○障害福祉課長（藤野 博君） お答えをいたします。

昨年の３月議会で１１番議員さんが、その件につきまして一般質問されております。障

害者自立支援法は平成１８年度に始まりまして、この時点では施設が１カ所の状態でござ

いましたけれども、平成１９年度に３カ所、平成２０年度に１カ所ふえております。制度

が始まりまして日中一時支援事業は三つに分かれておりまして、タイムケア型、長期休暇

型、ショートステイ型の三つとなっております。現在はタイムケア型は４カ所、長期休暇

型が５カ所、ショートステイ型が５カ所となっております。現時点でも、利用者のニーズ

に十分な対応ができているとは当然考えておりません。今後も引き続き、事業所の拡大等

に向けて対応してまいりたいと考えております。

○１１番（猿渡久子君） この問題は、６月１０日の地元紙でも大きく取り上げられてお

りますし、やはり保護者の方の声としては非常に切実な声ですので、ぜひ。これまでにも

だんだん充実してきているのは知っているのですけれども、やはりそのニーズにしっかり

こたえられるように、今後また頑張ってもらいたいと思います。

○議長（山本一成君） ほかに質疑もないようでありますので、以上で質疑を終結いたし

ます。

上程中の全議案については、お手元に配付しております議案付託表のとおり、それぞれ

所管の常任委員会に付託をいたします。

以上で、本日の議事は終了いたしました。

次の本会議は、あす定刻から開会いたします。

本日は、これをもって散会いたします。

午後１時３６分 散会
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